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第１章 避難実施要領のパターンの概要  

１ 避難実施要領のパターン作成の目的等  

国民保護法第 61 条において、「市町村長は避難の指示があったときは避難実施要領を定める

こと」とされている。避難実施要領は、避難誘導に際して避難の実施に関する事項を住民に示すと

ともに、活動にあたる関係機関が共通の認識のもとで避難を円滑に行えるようにするために策定

するものである。  

この「避難実施要領のパターン（以降「本パターン」とする。）」は、那覇市国民保護計画に基づき

あらかじめ基本となる複数の避難実施要領のパターンを示すとともに、住民の避難誘導において

本市がとるべき基本的な行動を定めるものである。  

実際に国民保護事態が起きた場合には、その規模や避難方法、発生場所や時間等の条件も異な

ることが考えられることから、本パターンがそのまま適用できるものではないが、事態発生時に少

しでも迅速に避難実施要領を作成することが重要であり、そのため、今後の状況の変化や関係機

関による新しい知見、訓練による検証結果等を踏まえ内容の見直しを行うものとする。  

なお、緊急の場合には、時間的な余裕がないことから、事態の状況等を踏まえて、法定事項を箇

条書きにするなど、避難実施要領を簡潔な内容のものとする。  

  

 

 

 

 

 

図 「避難実施要領のパターン」の活用方法  

平 常 時 国民保護事案発生

時 ①「避難実施要領のパターン」作成 ②避難実施要領（案）を作成 

事態、地域、時期等の状況設定を変えた

避難実施要領を複数作成 

「避難実施要領のパターン」 

（ミサイル攻撃→屋内避難） 

「避難実施要領のパターン」 

（立てこもり事案→屋外避難） 

避難実施要領（案） 

③関係機関と調整し、 

避難実施要領を策定 
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２ 避難実施要領の策定の流れ  

避難実施要領を策定する事態となった場合の、避難誘導までの流れは以下のとおりである。  

  
 

 

３ 避難実施要領のパターンの構成  

本パターンは、以下の各章により構成する。  

  

第１章 避難実施要領のパターンの概要 

第２章 避難措置に係る基本的事項  

第３章 那覇市における避難措置の基本的事項 

第４章 避難実施要領のパターン  

第５章 避難誘導における留意事項     

  

  図 事態発生から避難誘導までの流れ 

  

事態の発生   

本パターン（P25～71）を参考に 

避難実施要領（案）を作成 

  

  

避難実施要領を策定   

関係機関との調整 

国より避難措置の指示 

  

県より避難の指示 事態の概要、被害状況等の情報収集 

避難実施要領の内容を伝達 

住民の避難誘導 
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第２章 避難措置に係る基本的事項  

市は、避難指示があったときは、避難実施要領を定め、避難住民の誘導を行うこととなる。  

そのために、必要な基本事項を以下のとおり示す。  

  

１ 避難住民の誘導までの流れ  

はじめに、国及び県、市が行う住民の避難に関する措置の具体的な流れをまとめる。  

  

① 避難住民の誘導までの流れ  

住民の避難誘導を実施するまでの大きな流れを図示すると下図のとおりであり、市は、県知

事が避難の指示を行ったときには、「避難実施要領のパターン」を参考にしつつ、避難の指示の

内容に応じた避難実施要領を策定し、避難住民を誘導することが求められることとなる。  

避難実施要領の策定にあたっては、県からの「避難の指示」により示される事項を所与とし

て、住民の避難誘導にあたる市がオペレーションの実施に必要な事項を補足的に記入していく。

なお、県からの「避難の指示」により示される事項は、元々は国（消防庁）及び県との事前の調整

過程において市町村と確認した内容を反映しており、市は発せられる指示の内容について概ね

承知できている前提である。  

 

 

 

 図 避難住民の誘導までの流れ 

  
  

国   県   市   

事
態
の
分
析
・対
応
検
討 

警報の発令   

避難措置の指示 

警報の伝達   

避難の指示 

警報の伝達 

避難の指示の伝達   

避難実施要領の策定   

避難実施要領の内容 

の伝達 

避難誘導 
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② 国・県・市が示す事項  

住民の避難に関する措置を行う場合には、国、県、市がそれぞれ必要な事項を示すこととなっ

ており、それをまとめると以下のとおりとなる。  

  

国による避難措置の指示（国民保護法第５２条）  

避難措置の指示として次の事項が示される。  

□ 要避難地域  

□ 避難先地域（住民の避難路となる地域を含む）  

□ 住民避難に関して関係機関が講ずべき措置の概要  

 

県による避難の指示（国民保護法第５４条）  

県知事により、上記に加えて次の事項が示される。  

□ 主要な避難の経路（国道や県道等）  

□ 避難のための交通手段その他避難の方法（交通手段等）  

 

市による避難実施要領の策定  

次の事項を含む避難実施要領を策定し、直ちに住民等に伝達する。  

＜国民保護法第６１条で規定されている項目＞  

□ 避難の方法に関する事項  

□ 避難住民の誘導に関する事項  

□ 避難の実施に関し必要な事項  

＜那覇市国民保護計画において          

規程されている項目＞  

□ 要避難地域及び避難住民の誘導の実施単位  

□ 避難先  

□ 一時集合場所及び集合方法  

□ 集合時間  

□ 集合に当たっての留意事項  

□ 避難の手段及び避難の経路  

□ 市職員、消防職・団員の配置等  

□ 要配慮者への対応  

□ 要避難地域における残留者の確認  

□ 避難誘導中の食料等の支援  

□ 避難住民の携行品、服装  

□ 問題が発生した際の緊急連絡先等  
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  実際に住民の避難に関する措置を行う場合の各関係機関の主な役割は、以下の事項が挙げられ

る。役割が重複する部分は、事態の状況や各機関の体制・能力等に応じて、市が主体となって業務

を振り分ける。  

 

  

 沖 縄 県 那 覇 市 消 防 警 察 海 上 保 安 庁 

要避難地の

決定 
避難指示 

警戒区域の 

設定 

消防警戒区域

の設定 

立入禁止区域の

設定 

海上における

警戒区域の 

設定 

避難先の 

決定 

避難先地域の 

提示 

避難者数の確認 

避難施設の確認 

一時集結の確認 

避難移動の調整 
避難移動の 

補助等 

避難時における

安全確保 
 

避難手段 

避難経路の

決定 

空路・海路・陸路

の輸送力の確保 

具体的な避難経

路や輸送手段の

提示・調整 

交通規制 

避難誘導 

警備体制 

の警察官の配置 

 

避難指示の

伝達 

要避難地域内住民に対する避難

場所の伝達（防災行政無線・緊急

速報メール・地域自治会の屋外

放送・ラジオ・TV・各種メディア

の活用 

要避難地域内住民への直接の広

報、緊急車両を使用した広報等 

船舶や港湾周辺

に対する警報や

避難指示の伝達 

避難誘導 

航空会社 

船舶会社 

陸上輸送会社

への住民輸送

の依頼・調整 

要避難地域外に

おける避難場所

への誘導 

残留者の確認等

負傷者対応 

要避難地域内

外における避

難場所への誘

導、残留者の

確認等 

負傷者対応等 

要避難地域内外

における避難場

所への誘導、残

留者の確認 

避難行動要支援

者へ優先的に警

察官を派遣 

海上における

避難住民の誘

導や対応等 

 

図 関係機関との役割分担（主なもの）  
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２ 想定される事態及び特徴  

那覇市国民保護計画で想定される事態及びその特徴については、下表のとおりである。武力攻

撃事態と緊急対処事態に大きく区分される。  

  

■避難の際に考慮すべき事態の特徴  

区分  特徴  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

武
力
攻
撃
事
態 

 

着上陸侵攻  １ 国民保護措置を実施すべき地域が広範囲にわたるとともに、期間が比較的長期

に及ぶことも想定される。  

２ 船舶により上陸する場合は、沿岸部が当初の侵攻目標となりやすい。  

３ 航空機による場合は、空港に近い地域が攻撃目標となりやすい。船舶が接 

岸容易な地域と近接している場合は、特に目標とされやすい。  

ゲリラ・特殊部

隊による攻撃  

１ 事前にその活動を予測あるいは察知できず、突発的に被害が発生することが想

定される。  

２ 被害は比較的狭い範囲に限定されるのが一般的であるが、攻撃目標となる 

施設の種類によっては、二次被害の発生も想定される。  

弾道ミサイル攻

撃  

１ 発射の兆候を事前に察知した場合でも、発射された段階で着弾地域を特定する

ことが極めて困難であり、さらに、極めて短時間での着弾が予想される。  

２ 弾頭の種類（通常弾頭であるのか、核・生物・化学弾頭であるのか）を着弾前に

特定することが困難であり、弾頭の種類に応じて、被害の様相や対応が大きく異

なる。  

航空攻撃  １ 弾道ミサイル攻撃の場合に比べ、その兆候を察知することは比較的容易である

が、対応の時間が少なく、また攻撃目標を特定することは困難である。  

２ 都市部の主要な施設やライフラインのインフラ施設が目標となることが想定さ

れる。  

３ 攻撃の意図が達成されるまで繰り返し行われることも考えられる。  

 

 

 

 

緊

急

対

処

事

態 

危険性を内在す

る物質を有する

施設等への攻撃  

１ 可燃性ガス貯蔵施設等の爆破、危険物積載船、原子力艦への攻撃が行われた場

合、爆発及び火災により、住民等に被害が発生する。  

２ 建物・ライフライン等が機能不全に陥り、社会活動等に支障をきたすおそ 

れがある。  

大規模集客施

設・大量輸送機

関等への攻撃  

１ 大規模集客施設、空港等で爆破が行われた場合、爆破による人的被害が発生

し、施設が崩壊した場合には人的被害は多大なものとなる。  

交通機関を用い

た攻撃  

１ 攻撃目標の施設が破壊された場合、周辺への被害が発生するおそれがある。  

２ 爆発・火災の規模によっては、建物・ライフライン等も甚大な被害を受け、 

社会活動等に支障を来すおそれがある。  
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区分  特徴  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊

急

対

処

事

態 

大量殺傷物質等

による攻撃  

【放射性物質等】  

１ 核兵器による被害は、当初は主に核爆発に伴う熱線、爆風及び初期核放射線に

よって、その後は放射性降下物や中性子誘導放射能による残留放射線によって

生ずる。  

２ 放射性降下物による被害は、一般的には熱線や爆風による被害よりも広範囲の

地域に拡大することが想定される。  

３ ダーティボムは、爆薬と放射性物質を組み合わせたもので、爆発による被害と

放射能による被害をもたらす。  

【生物剤による攻撃】  

１ 生物剤は、人に知られることなく散布することが可能である。  

２ 発症するまでの潜伏期間に、感染した人々が移動することにより、生物剤が散

布されたと判明したときには、既に被害が拡大している可能性がある。  

３ ヒトを媒体とする天然痘等の生物剤による攻撃が行われた場合には、二次感染

により被害が拡大することが考えられる。  

４ 毒素の特徴については、化学剤の特徴と類似している。  

  

【化学剤による攻撃】  

１ 化学剤は、一般に地形や気象等の影響を受けて、風下方向に拡散し、空気より

重いサリン等の神経剤は下をはうように広がる。  

２ 特有のにおいがあるもの、無臭のもの等、その性質は化学剤の種類によって異

なる。  

  

  

  

３ 避難形態について   

国民保護事案が発生した場合又は発生の予兆が見られる場合、市は国や県からの指示のもと、

住民を避難誘導する。避難の形態を大きく分類すると、（１）屋内避難（自宅にとどまる場合を含

む。）、（２）圏域内（市内・市外）避難、（３）県外避難の３形態となる。また、一時的に屋内避難を行

い、その後、圏域内（島内・島外）避難や県外避難をする場合も想定される。さらには事案の中で、

一部地域に屋内避難を、別の地域には市外避難や県外避難を求めるような場合もありうる。  

住民の避難誘導を行う場合には、これらの避難形態に加えて、事態、地域、避難させる住民、時

期等の特性を考慮して避難の具体的な方法を検討する必要がある。避難形態の基本的な考え方

は、以下のとおりである。  
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①屋内避難   

屋外を移動するよりも、屋内にとどまることが安全と判断される場合に、屋内に避難する方法で

あり、特に、時間的な余裕が無い場合や一時的な避難の場合等に用いる避難の形態である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

屋内避難に該当する想定される事象は以下のとおりである。  

  

ア ゲリラ等による攻撃  

・攻撃当初は、屋内に一時避難させ、その後安全措置を講じつつ適切な場所に避難させる。  

・状況により、緊急通報の発令、退避の指示、警戒区域の設定等時宜に適した処置が必要  

  

イ 弾道ミサイル攻撃（通常弾頭）  

・発射後短時間で着弾することが予想されるため、迅速な情報伝達等により被害を最小限に

とどめる。  

・当初は、できるだけ近傍のコンクリート等堅ろうな施設内へ避難を指示  

・着弾後に被害状況を把握した上で、事態の推移や弾頭の種類に応じ必要な措置を講じつつ

ほかの安全な地域へ避難させる。  

  

ウ 航空攻撃  

・弾道ミサイル攻撃と同様の対処とする。  

  

エ 大規模集客施設への攻撃  

・施設外へ避難誘導する。以降、規模に応じて避難施設等を開設する。  

  

オ 交通機関等を使用した攻撃  

・市中心部における突発的な攻撃の事態または大規模集客施設に対する攻撃と同様の対処 

とする。 
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②市内避難   

危険が予測される場所から安全な場所に避難する方法であり、その場所にとどまっていては危

険な場合等に用いる避難の形態である。  

  

市内避難に該当すると想定される事象は以下のとおりである。  

  

ア ゲリラ等による生活関連施設への攻撃が予測される事態  

・警察、自衛隊等により安全を確保した上で避難させる。  

  

③市外避難・県外避難 

危険が予測される場所から安全な場所に避難する方法のうち、要避難地域が市域を越える場合

に用いる避難の方法であり、危険が予測される地域が広範囲に及ぶ場合等に用いる避難の形態で

ある。市は、県と連携して、避難先地域を管轄する都道府県又は市町村と調整を行い、避難住民を

誘導する。  
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市外避難・県外避難に該当する想定される事象は以下のとおりである。  

  

ア 弾道ミサイル攻撃 

・攻撃当初は、爆心地から直ちに離れ、近くの堅牢な建物・地下施設に避難する。 

・一定時間後、弾頭に登載された化学剤や生物剤、放射線等を想定し影響を受けない安全な

地域に避難する。  

・核爆発に伴う熱線・熱風等による直接の被害を受けないものの、放射線降下物の影響をう

けるおそれのある地域は、放射線の影響を受けない安全な地域への避難を指示する。   

 

イ 航空攻撃（核弾頭）  

・弾道ミサイルと同様の対処とする。  

  

ウ 着上陸侵攻  

・時間的に余裕があり、かつ影響が広範囲になることが考えられることから、戦闘が予想され

る地域から先行して広域的に避難させることから考えられる。  

・事前の準備が可能である一方、国民保護措置を実施すべき地域が広範囲となり、市及び県

の区域を超える避難も必要な事態も想定されることから、国全体としての調整等が必要と

なり、国の総合的な方針を待って対応することが必要となる。  
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避難準備時間及び攻撃の影響範囲の程度による避難のパターンを整理すると、以下の図のよう

な分類が可能である。  

  

 

 小さい  影響範囲  大きい  

  

●：武力攻撃事態 ◆：緊急対処事態  

B：生物剤 C：化学剤  

  

  

【避難の基本的な考え方】  

①突発的で影響範囲が小さい事態  

 ⇒直ちに家の中や近傍の堅牢な建物等に避難する（屋内避難）  

②突発的で影響範囲が大きい事態  

 ⇒直ちに近くの堅牢な建物等に避難し、影響の低減を待ち広域的に避難（市外避難・県外避難）  

③時間的余裕がありかつ影響範囲が小さい事態  

 ⇒ゲリラ等に攻撃が局地的に予測された場合、市内の影響の少ない地域の避難場所へ避難させる

（市内避難）  

④時間的余裕がありかつ影響範囲が広範囲な事態  

 ⇒計画的に圏域外へ広域的に避難（市外避難・県外避難）  

  

    

  
  

  
  

  

市内避難   

  

市外避難 
  

県外避難 
  

  
 

 

● 弾道ミサイル（BC 弾頭）   

● 弾道 ミサイル   

避 

難 

準 

備 

時 

間 

長 

い 

● ゲリラ等の攻撃（生活

関連施設等   

短 

い 

●航空攻撃（核）   

◆大量殺傷物質等による攻撃 
  

● 弾道 ミサイル（核）   

屋内避難     
  

  

● 航空攻撃 

● 弾道 ミサイル   
● ゲリラ等の 攻撃   
（◆ 緊急対処事態含む）   

◆交通機関を用いた攻撃   ◆大規模集客施設・大量 

輸送機関等への攻撃   

●着上陸侵攻   
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第３章 那覇市における避難措置の基本的事項  

「第２章 避難措置に係る基本的事項」を基に、本市における避難措置の基本事項を示す。   

 

１ 避難パターン及び住民避難について  

本市には、武力攻撃事態等において、懸念される避難や救援について円滑に実施できるよう、 

以下のとおり定めるものとする。  

 

 

  

 
※市内各指定避難所  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【避難パターン（屋内避難除く）】   

  

○   那覇市における避難パターン 

  
  

 
 

  

  

住 
 

民 

一
時
避
難
施
設 

（那覇空港、那覇港）   市外避難 

 

  県外各地域   

市 内 避 難   市 外 避 難   県 外 避 難 

待
機
場
所 

※ 

：市内避難 

          

：市外避難・県外避難 
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２ 市外避難・県外避難について   

市外避難・県外避難が必要となった場合、空港または港から住民避難を行うこととなる。全島避

難の場合は、一気にすべての住民等を避難させることが困難であるため、待機場所等を設けて、段

階的に住民等の避難誘導を行う。  

  

（１） 市外避難・県外避難の要請  

市長は、市外避難・県外避難を判断した場合、県知事に避難者の移送を要請する。  

（２） 避難方法 

ア 市内避難・市外避難  

（ア） 基本とする避難方法  

地域の指定避難場所（小学校）に徒歩で集合し、避難空港または避難港まで市

で準備したバス及びモノレール等で移送する。  

（イ） 自家用車による避難  

次の場合は、自家用車による一時集合場所までの避難を可とする。ただし、相

乗りを原則とするとともに、避難誘導者から移動先等の指示を受けて避難する。  

〇居住地域近くで事態が発生するなど、事態が切迫し、やむを得ない場合 

〇降雨や強風などの気象状況により、徒歩による避難が困難である場合  

〇居住地域の実情等により、徒歩による避難では、指定避難場所まで相当の 

時間を要する場合  

（ウ） 避難路  

避難空港または避難港までの避難路は、国道、県道などの主要道路及びモノレ

ールの路線を基本とする。  

（エ） 事前に一時避難している場合の避難  

事前に一時避難している場合は、一次避難施設から避難空港または避難港ま

でバスで移送する。  

（オ）  孤立し、避難路が寸断され孤立した場合は、堅牢な建物に一時避難し救助を待

つ。  

イ 県外避難  

（ア） 航空移送  

避難空港から受入空港までは、原則として県が確保・調整する航空機で移送す

る。  

（イ） 海上移送  

避難港から受入港までは、県が確保・調整する船舶で移送する。  

（ウ） 陸上移送  

受入空港及び受入れ港から避難先までは、市及び県が確保・調整したバス等の

輸送手段で移送する。  
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図 市外避難・県外避難の方法  

  

（３） 移送手段の確保  

（ア）市内避難 

市は、移送の手段として、協力締結団体等と調整し、バス等輸送手段を確保する。  

（イ）市外避難・県外避難  

市及び県が協力締結団体等から確保した航空機、船舶およびバス・モノレール等を移

送手段として使用する。また、可能な場合、県が協力要請を行った海上保安部、自衛隊の

協力も得て、移送を行う。  

（４） 空港  

（ア）避難空港  

避難空港は、那覇空港を基本とする。  

（イ）受入空港  

受入空港は、九州各県の空港を基本とするが、全国各地の空港も状況により避難先に

なりうる。また、空港の利用については、県が避難先都道府県と調整する。  

（５） 港  

（ア）避難港  

避難港は、那覇港を基本とし、状況に応じて、その他市町村の港も利用する。  

（イ）受入港 

受入港は、状況に応じて、県が各避難先都道府県と調整する。  

（６） 避難先  

受入空港及び受入港からの距離や避難者数などを踏まえ、県が周辺自治体などと調

整して決定した避難先とする。  

（７） 避難誘導 

①市内避難・市外避難  

（ア） 避難誘導者  

          避難誘導は、市職員、警察官、消防職・団員、海上保安官（海上）が行う。  

  

  
  

    

バス・モノレール 

  

徒歩・地域周回バス 

  

航空機 ・ 
船舶   

バス等   

那覇空港 

 

那覇港 

 

 

  

  
住 民    

受入港   
受入 空港   

避難先   

指定避難場所 

避難施設 
  

堅牢な建物   

（事前に避難をしている） 

  

バス・モノレール 

救助 （避難路が寸断され孤立）   
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（イ） 避難先の指示 

市は、事態の発生場所や避難先を勘案し、避難誘導者が避難方向を指示する。

避難誘導者は、無線等を携行し、市からの指示に基づき、自治会長等の引率責任

者及び避難車両の運転手へ避難方向等を指示する。  

（ウ） 車両誘導 

警察は、避難空港または避難港周辺で車両を誘導する。  

（エ） 残留者の確認 

市職員、警察官、消防職・団員は、残留者の確認を行う。 避難指示に従わない

者に対しては、避難誘導者が危険性を説明し、避難するよう説得に努める。  

（オ） 航空機及び船舶への誘導  

市は、航空機や船舶への誘導にあたり、搭乗（乗船）者名簿により搭乗（乗船）

者の確認を行う。また、航空機や船舶への誘導については、空港職員、港湾関係

者などの関係機関の協力を得て実施する。  

②県外避難  

受入空港及び受入港から避難先までの避難誘導について、県が要請した自治体等

の関係機関の協力を得て実施する。  

  
 

                       

 

図 那覇市内の空港及び港の位置  

那覇空港 

凡例 

空港 

港（ふ頭、バース） 

那覇港 

那覇ふ頭 

泊ふ頭 

新港ふ頭 

那覇クルーズターミナル 

第 2クルーズバース 
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第４章 避難実施要領のパターン  
市は、県の避難の指示に基づいて、避難実施要領を作成し、避難住民の誘導を行う。これは武力攻

撃事態等において、市が住民の生命、身体及び財産を守るため、非常に重要なプロセスであるこ

とから、避難の指示についてを住民等へ通知・伝達及び避難住民の誘導について以下のとおり定

める 

  

 

 

１ 避難実施要領の記入様式  

避難実施要領に決められた様式はなく、事態に応じて必要事項を記載し、より柔軟に対応するこ

とができるように、あらかじめ必要と思われる項目を様式として用意しておき、事案によって不明

又は不必要な部分は空欄として残し、不足については追加するという手法が迅速な作成に有効で

あると考えられる。  

記入様式は、一定の基礎情報、考慮事項等について記載し、一覧性を持たせたものとして、様式

例を次のとおり示す。なお、記入様式は、「屋内避難」、「市内避難、市外避難、県外避難」の２種類に

分けており、発生した事態に応じて必要項目な記載する。  
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■様式１ 屋内避難における避難実施要領の様式  

避難実施要領  

那覇市長  年   月   日   時  分現在  

屋内避難  

１ 県からの避難の指示の内容  

  

２ 事態の状況、関係機関の措置  

 2-1 事態の状況  

発生時期        年   月   日     ：  

発生場所    

実行の主体    

事案の概要と被害状況    

今後の予測・影響と措置    

気象の状況  天候：    気温：   ℃ 風向：    風速：    m/s  

 2-2 避難住民の誘導の概要  

要避難地域    

避難先と避難誘導の方針    

避難開始日時    

避難完了予定日時    

 2-3 関係機関の措置等  

措置の概要    

連絡調整先    

３ 事態の特性で留意すべき事項  

  

４ 住民の行動（基本事項）  

屋内避難の指示を受けた場合の対応  

屋内にいる場合    

屋外にいる場合    

５ 情報の伝達  

避難実施要領の住民への伝達方法    

避難実施要領の伝達先    

６ 緊急時の連絡先  

那覇市総務部 防災危機管理課 

国民保護/緊急対処事態対策本部  

電話：  

FAX：  
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■様式２ 市内避難、市外避難及び県外避難における避難実施要領の様式  

避難実施要領  

那覇市長  年   月   日   時   分現在  

☐市内避難   ☐市外避難   ☐県外避難  

１ 県からの避難の指示の内容  

  

２ 事態の状況、関係機関の措置  

 2-1 事態の状況  

発生時期        年   月   日     ：  

発生場所    

実行の主体    

事案の概要と被害状況    

今後の予測・影響と措置    

気象の状況  天候：    気温：   ℃ 風向：    風速：    m/s  

 2-2 避難住民の誘導の概要  

要避難地域    

避難先と避難誘導の方針    

避難開始日時    

避難完了予定日時    

 2-3 関係機関の措置等  

措置の概要    

連絡調整先    

３ 事態の特性で留意すべき事項  

事態の特性 （除染の必要性等）    

地域の特性    

時期による特性    

４ 避難者数（単位：人）  

地区名        合計  

避難者数          

 うち避難行動要支援者数          

 うち外国人等の数          

５ 避難施設等  

 5-1 一時集合場所  

避難地域          

集合場所名          

所在地          

連絡先          

連絡担当者          
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その他の留意事項          

 5-2 待機場所  

待機場所          

所在地          

連絡先          

連絡担当者          

その他の留意事項          

 5-3 避難先施設  

避難施設          

所在地          

収容可能人数          

連絡先          

連絡担当者          

その他の留意事項          

６ 避難手段  

輸送手段   バス ・ 船舶 ・ 徒歩 ・ 航空機 ・ その他 （         ）  

輸送手段の詳細  

種類（車種等）    

台数    

輸送可能人数    

連絡先    

輸送力の配分   

その他輸送手段  

避難行動要支援者    

その他 （入院患者等）    

７ 避難路  

避難に使用する経路    

交通規制  

実施者の確認    

規制にあたる人数    

規制場所    

警備体制  実施者の確認    

 規制にあたる人数    

規制場所    

８ 避難誘導方法  

 8-1 避難（輸送）方法  

地区          

一時集合場所への避難

方法  

誘導の実施単位          

輸送手段          

避難先          

集合時間          
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その他（誘導責任者等）          

避難施設への避難方法  

誘導の実施単位          

輸送手段          

避難路          

避難出発港・避難出発

空港  

        

避難先          

避難開始時間          

避難完了予定日時          

その他（誘導責任者等）          

避難行動要支援者等の

避難方法  

誘導の実施単位          

避難行動要支援者への

支援方法  

        

輸送手段          

避難路          

避難先          

避難開始時間          

避難完了予定日時          

 8-2 職員の配置方法  

配置場所    

人数    

現地調整所    

 8-3 残留者の確認方法  

確認者    

時期    

場所  

方法  

措置  

終了予定日時   

8-4 避難誘導時の食料の支援提供方法  

食事時期  

食事場所  

提供する食事の種類    

実施担当部署    

 8-5 追加情報の伝達  

自宅から避難する場合の留意事項  

  基本事項  
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事態の特性  

    

時期の特性  

    

一時集合場所での対応  

  

  

  

  

 9 避難時の留意事項  

自宅から避難する場合の留意事項  

  

  

  

  

  

  

  

  

基本事項  

  

  

  

  

事態の特性  

  

  

  

  

時期の特性  

    

一時集合場所での対応  

  

  

  

  

１０ 誘導に際しての留意事項（職員）  

（心得・安全確保・服装等）  

１１ 情報伝達  

避難実施要領の住民への伝達方法    

避難実施要領の伝達先    

職員間の連絡手段  
  

１２ 緊急時の連絡先  

那覇市国民保護/緊急対処事態対策

本部  

電話：  

FAX：  
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２ 最小限の項目に限った様式  

現実に時間的に猶予のない事態が発生した場合等では、避難実施要領に最小限の事項のみを記

載することが考えられる。この場合、様式１や様式２に最小限の事項を記載し、残余を空欄としてお

く方法のほか、以下の最小限の事項に限った様式３を使用することも念頭に入れておくものとす

る。   

■様式３ 最小限の事項に限った様式  

避難実施要領  

那覇市長  年   月   日   時   分現在  

１ 警報の内容  

（事態の現状及び、住民等に周知すべき事項）  

２ 避難指示  

（要避難地域、避難先地域、関係機関が講ずべき措置の概要、避難の方法等）  

  

３ 避難の方法に関する事項（国民保護法第６１条第２項第１号）  

要避難地域        

要避難者数        

うち避難行動要支援者数        

避難先地域        

一時避難場所及び集合場所        

集合時間        

避難路        

避難手段        

避難開始時間        

４ 避難の実施に関し必要な事項（国民保護法第６１条第２号第３号）  

避難施設  

名称        

所在地        

連絡先        

避難にあたっての留意事項  
（携行品・服装・避難誘導中の食料等の支援）  

追加情報の伝達方法    

５ 避難住民の誘導に関する事項（国民保護法６１条第２号第２号）  

職員の配置場所・人数    

職員間の連絡方法    

要避難者の避難誘導方法    

残留者の確認方法    

６ 緊急時の連絡先  

那覇市国民保護/緊急対処事態対策本部  電話：  

FAX：  



                  

26  

  

３ 避難実施要領のパターン  

本項では、避難形態が異なる架空の国民保護事案を想定し、前項の様式を使用して、「避難実施

要領のパターン」を例示する。  

「避難実施要領のパターン」は、具体的な国民保護事案を想定し、そうした事案が市内で発生した

場合に必要となる検討事項等を整理して様式にまとめることで作成することができる。なお、避難

実施要領のパターンは、想定される事態の種類別に 9 パターンを作成している。  

  

 

 

作成している避難実施要領のパターン（9 パターン）  

 

想定される事態  

避難パターン 

屋内避難  市内・市外避難  県外避難  

 
 
 
 

武
力
攻
撃
事
態 

 

着上陸侵攻  －  －  パターン１  

ゲリラ・特殊部隊による 

攻撃  
－  パターン２ －  

弾道ミサイル攻撃  パターン３  パターン４ －  

航空攻撃  －  パターン５ －  

 
 
 
 

緊
急
対
処
事
態 

 

危険性を内在する物質を

有する施設等への攻撃  
パターン６  － －  

大規模集客施設・大量輸送

機関等への攻撃  
－  パターン７ －  

交通機関を用いた攻撃  パターン８  －  －  

大量殺傷物質等による 

攻撃  
－  －  パターン９ 
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国民保護事案として想定されている避難実施要領のパターンの例  

 

番号  
事態に対する避難パター

ン  事態  事案の概要  

■パターン１   
 
 
 
 
 
 
 

武
力
攻
撃
事
態 

 

着上陸侵攻⇒ 

県外避難  

武装工作部隊による本

格的な侵略・侵攻があ

る場合に対する事態  

沖縄本島中北部海岸等の複数地点から

武装工作部隊が侵入し、沖縄本島全域

が制圧されるおそれが想定されるた

め、市全域の住民及び観光客等を避難

させる事案を想定するものとする。  

■パターン２  ゲリラ・特殊部隊

による攻撃⇒ 

市外避難  

爆発物が発見され、市

外の避難施設に避難す

る事案  

市内公共施設の爆破計画が判明したこ

とにより、周辺住民を市外に避難させ

る事案を想定するものとする。  

■パターン３  弾道ミサイル⇒ 

屋内避難  

弾道ミサイルが市域に

着弾する可能性がある

事態 

外国勢力により弾道ミサイルが発射さ

れ（兆候を含む。）本市域において、数

十分後程度で着弾もしくは上空を通過

するおそれが判明したことにより、住民

を避難させる事案を想定するものとす

る。  

■パターン４ 弾道ミサイル⇒ 

屋内・市内避難 

弾道ミサイルが市域に

着弾し、被害が発生し

ている事態 

外国勢力により弾道ミサイルが発射さ

れ本市域において、着弾したことによ

り、住民を避難させる事案を想定する

ものとする。 

■パターン５  航空攻撃⇒ 

市内避難  

武装勢力等による航空

攻撃が発生した事案  

本市の市街地を対象とし武装勢力によ

る航空攻撃が行われ、被害があった地

域の住民を避難させる事案を想定する

ものとする。  

■パターン６   
 
 
 
 
 

緊
急
対
処
事
態 

 

危険性を内在する

物質を有する施設

等への攻撃⇒ 

屋内避難  

可燃性の危険物を取り

扱う事業所が攻撃され

た事態  

テロ組織により可燃性の危険物を取り

扱う事業所へ攻撃が行われたため、住

民を避難させる事案を想定するものと

する。  

■パターン７  大規模集客施設へ

の攻撃⇒ 

市内避難  

大規模集客施設が攻撃

を受けて、バス及び徒

歩で避難する事案  

市内の商業施設に武装したテログルー

プが立てこもったことにより、近隣の集

落を避難させる事案を想定するものと

する。  

■パターン８  交通機関を用いた

攻撃⇒ 

屋内避難  

航空機による攻撃が発

生する事態  

テロ組織による航空機テロが発生し、

本市全域で墜落の可能性があることが

判明したことにより、住民を避難させる

事案を想定するものとする。  

■パターン９ 大量殺傷物質等に

よる攻撃⇒ 

県外避難  

テロ組織による大量殺

傷物質等による攻撃か

ら避難する事案  

テロ組織により化学剤（サリン）を大量

に飛散させる爆破計画が実行されたこ

とにより、住民を県外に避難させる事

案を想定するものとする。  



                  

28  

  

■パターン１（着上陸侵攻⇒県外避難）  

≪ゲリラや特殊部隊の潜入、破壊工作等に対する事態≫   

武装工作部隊が沖縄本島の西海岸（恩納村～本部町）の複数地点から侵入し、侵攻を行ってお

り、沖縄本島全域が制圧されるおそれも想定されるため、市全域の住民及び観光客等を市外の避

難施設に避難させる事案を想定するものとする。  

  

表 事態と対応の想定  

時系列 状況 対応等 

6 月 1 日 

９：００～ 

・武装した工作部隊が沖縄本

島中北部西海岸の複数地点か

ら侵入し、侵攻していることを

確認 

国及び県を通じ、周辺海域で武装した不審船や軍

用艦からの攻撃、沖縄近海や周辺国で紛争が発生

していることを確認 

※市危機管理対策本部設置 

9:10 ・国が武力攻撃事態に認定 ※市危機管理対策本部を廃止、市国民保護対策本

部の設置。 

※住民避難に関する避難実施要領案を作成 

9:10 ・国対策本部が避難措置の指

示 

・県対策本部が避難の指示 

・市国民保護対策本部会議を開催（避難実施要領

案に基づいた住民避難の調整、市全域の状況把握

など） 

・関係機関等との避難に関する調整 

9:20～ ・市国民保護対策本部の指示

による住民避難開始 

・避難実施要領の策定完了 

 

・ただちに避難実施要領の内容を実施 

○月○日  残留者への呼びかけや対応の実施 

○月○日 住民避難完了  
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記載例 

避難実施要領  

那覇市長 20２３年  ６月  ４日 ９ 時 40 分現在  

☐市内避難    ☐市外避難    ☑県外避難  

１ 県からの避難の指示の内容  

避難地域：市内全域 

２ 事態の状況、関係機関の措置  

 2-1 事態の状況  

発生時期  20２３ 年 ６月 ４日（日） 10：00  

発生場所  沖縄本島中北部地域 

実行の主体  不明  

事案の概要と被害状況  武装工作部隊が沖縄本島の西海岸の複数地点から侵入し、侵攻を行っている。  

今後の予測・影響と措置  周辺海域で武装不審船の攻撃や紛争が発生しており、被害は市全域及び周辺市町村へ

の影響も大きいものと考えられる。また、避難期間も長期間になる可能性もあること考

慮する必要がある。  

気象の状況  天候：雨  気温：２７℃  風向：南   風速： 9m/s  

 2-2 避難住民の誘導の概要  

要避難地域  市全域  

避難先と避難誘導の方針  市全域の住民及び観光客等をバス及び飛行機等で県外の避難施設へ避難させる。  

避難開始日時  ６月 ４日（日） ９：40  

避難完了予定日時    

 2-3 関係機関の措置等  

措置の概要  警察：侵攻された地域周辺の警戒活動 

消防：住民への広報活動、避難誘導活動  

連絡調整先  県現地対策本部：市職員２名を派遣 

現地調整所：市職員２名を派遣 

その他関係機関：道路管理者  

３ 事態の特性で留意すべき事項  

事態の特性  

（除染の必要性等）  

武装工作部隊は、大量殺傷物質等を使用した攻撃も行う可能性があることや、攻撃によ

る火災等の二次災害も懸念される。  

地域の特性  

時期による特性 日常的に市内には観光客が多くいるが、この時期的には修学旅行の生徒が滞在してい

る可能性が高く、住民以外の避難者の把握が重要である。 

４ 避難者数（単位：人） 

地区名 本庁管区 小禄支所管区 真和志支所管区 首里支所管区 

指定避難所数（小学校区）     

避難者数     

避難行動要支援者数     
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うち外国人等の数     

５ 避難施設等 

 5-1 一時避難場所① 

避難地域 本庁管区 本庁管区 本庁管区 本庁管区 本庁管区 

避難施設名 安謝小学校 曙小学校 若狭小学校 天妃小学校 泊小学校 

所在地      

連絡先      

連絡担当者      

その他の留意事項      

 5-1 一時避難施設② 

避難地域 本庁管区 本庁管区 本庁管区 本庁管区 本庁管区 

避難施設名 那覇小学校 城岳小学校 開南小学校 銘苅小学校 天久小学校 

所在地      

連絡先      

連絡担当者      

その他の留意事項      

 5-1 一時避難施設③ 

避難地域 本庁管区 本庁管区 首里支所管区 首里支所管区 首里支所管区 

避難施設名 壺屋小学校 神原小学校 城北小学校 大名小学校 城西小学校 

所在地      

連絡先      

連絡担当者      

その他の留意事項      

 5-1 一時避難施設④ 

避難地域 首里支所管区 首里支所管区 首里支所管区 真和志支所 

管区 

真和志支所 

管区 

避難施設名 城南小学校 城東小学校 石嶺小学校 真嘉比小学校 松島小学校 

所在地      

連絡先      

連絡担当者      

その他の留意事項      

 5-1 一時避難施設⑤ 
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避難地域 真和志支所 

管区 

真和志支所 

管区 

真和志支所 

管区 

真和志支所 

管区 

真和志支所 

管区 

避難施設名 大道小学校 松川小学校 識名小学校 真地小学校 与儀小学校 

所在地      

連絡先      

連絡担当者      

その他の留意事項      

 5-1 一時避難施設⑥ 

避難地域 真和志支所 

管区 

真和志支所 

管区 

真和志支所 

管区 

真和志支所 

管区 

小禄支所 

管区 

避難施設名 古蔵小学校 仲井真小学校 真和志小学校 上間小学校 宇栄原小学校 

所在地      

連絡先      

連絡担当者      

その他の留意事項      

 5-1 一時避難施設⑦ 

避難地域 小禄支所 

管区 

小禄支所 

管区 

小禄支所 

管区 

小禄支所 

管区 

小禄支所 

管区 

避難施設名 高良小学校 小禄小学校 小禄南小学校 垣花小学校 金城小学校 

所在地      

連絡先      

連絡担当者      

その他の留意事項      

5-1 一時避難施設⑧ 

避難地域 小禄支所 

管区 

    

避難施設名 さつき小学校     

所在地      

連絡先      

連絡担当者      

その他の留意事項      

5-２ 避難先施設 

避難施設      

所在地      
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収容可能人数      

連絡先      

連絡担当者      

その他の留意事項      

６ 避難手段 

輸送手段 徒歩  バス  モノレール  船舶  航空機  その他（         ） 

輸送手段の詳細 

種類（車種等） 大型バス・モノレール・大型旅客船・航空機 

台数 大型バス（○○台）※確保台数は調整 

モノレール（10 分間隔 1 台） 

フェリー（４隻）※定期便対応の場合 

航空機（○○機）※定期便対応の場合 

輸送可能人数 

大型バス（1 台 50 人×○○台） 

モノレール（1 台 170 人×２５７便） 

フェリー（1 隻 約７００人×４） 

※船舶の場合は 1 日の輸送力は往復日数の換算のため、

700×４÷２＝約１４００人 

航空機（1 機 約 150 人×１２９機） 

※上記の数は平時の輸送状況からの独自の試算 

実際の輸送能力は避難時の状況により変化することに留意 

連絡先 各関係輸送機関 

※調整後記載 

  

輸送力の配分の 

考え方 

大型バスやモノレールは地域の一時避難施設（指定避難所）から空港や港湾への移動手段として確

保する必要がある。また、災害弱者や要配慮者の避難輸送については、別途タクシーや要支援者専

用車両、公用車等の活用を検討する必要がある。 

航空機及び船舶についての配分や調整については、全県的な避難状況が予想されるため、国及び

県と県内各市町村の避難輸送を想定した調整と、各種輸送機関との連携が必要となる。 

その他輸送手段 

避難行動要支援者 自力歩行が困難な高齢者や入院患者など要支援者は別途輸送の手段を

確保する必要がある。 

その他 要避難地域内の病院及び避難先の病院への移動に関する輸送手段（救急

車等）の調整と搬送 

７ 避難路 

避難に使用する経路 

主要な避難路は基本的に国道 58 号などの主要幹線道路及び沖縄自動車道などを中心

に活用する。ただし、避難状況や事態の推移により、臨機に経路を設定すること。 

詳細は避難経路概要地図を参照。 

交通規制 
実施者 沖縄県警・那覇署・豊見城署 

規制にあたる人数 警察との協議により 



                  

33  

  

規制場所 
主要幹線道路及び交差点など、住民避難に必要な場所及び道路で規制

を行う。 

警備体制 

実施者 沖縄県警・那覇署・豊見城署 

規制にあたる人数 警察との協議の上、決定 

実施場所 協議の上、必要な地域を警備 

８ 避難誘導方法  

 8-1 避難（輸送）方法  

地区        

一時集合場所へ

の避難方法  

誘導の実施単位        

輸送手段  徒歩  徒歩  徒歩    

避難先  〇〇小学校  〇〇公民館  〇〇中学校    

集合時間       

その他（誘導責任者等）          

避難施設への避

難方法  

誘導の実施単位       

輸送手段  バス 

モノレール 

その他 

バス 

モノレール 

その他 

バス 

モノレール 

その他 

  

避難路          

避難出発港・避難出発

空港  

那覇空港  那覇空港  那覇空港    

避難先  〇〇小学校  〇〇小学校  〇〇体育館    

避難開始時間          

避難完了予定日時          

その他（誘導責任者等）          

避難行動要支援

者等の避難方法  

誘導の実施単位  地域防災計画に基づいて設定    

避難行動要支援者への

支援方法  

避難行動要支援者の区分に応じた対応を実施  

□□病院の入院患者は、〇〇市の〇〇病院へ避難させ

る。  

  

輸送手段  市の保有車両、予備救急車等   

避難路      

避難先     

避難開始時間      

避難完了予定日時        

 8-2 職員の配置方法  

配置場所  一時避難場所（〇か所）、避難先の港・空港前（〇か所）、主要な交差点（〇か所）  

人数  一時避難場所：〇×3 名＝〇名、避難先の港及び空港：〇×10 名＝〇名、交差点：〇×2 名

＝〇名 計〇名  

現地調整所  連絡要員を 2 名配置  

 8-3 残留者の確認方法  

確認者  市職員、消防職・団員、警察職員（約〇名：誘導にあたらない職員を割り当て）  

時期   

場所   
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方法  広報車及び防災行政無線による呼びかけ、戸別訪問  

措置  残留者に対し避難するよう求める。  

終了予定日時    

 8-4 避難誘導時の食料の支援提供方法  

食事時期  （避難施設に提供）  

食事場所  各避難施設  

提供する食事の種類  備蓄食料等  

実施担当部署    

 8-5 追加情報の伝達  

避難誘導員による連絡、防災行政無線、各種情報伝達ツールや SNS,広報車等  

 9 避難時の留意事項  

自宅から避難する場合の留意事項  

  

  

基本事項  

  避難時は、金銭・貴重品、パスポートや運転免許証等の身分を証明するもの、最小限の着替えや

日用品、非常持出品等を携行するものとする。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

隣近所に声を掛け合い、相互に助け合って避難  

 自治会などの地域単位で逃げ遅れが無いように留意する。 

事態の特性  

  

  

武装グループが潜伏している可能性があるため、複数人で避難し、周りに注意を払う必要があ

る  

  

時期の特性  

  雨天に備え、着替えや雨合羽の準備も必要である。  

一時集合場所での対応  

  

  

  

  

１０ 誘導に際しての留意事項（職員）  

（心得・安全確保・服装等）  

職員は冷静沈着に、毅然たる態度を保つこと。  

制服や防災服もしくは特殊標章等の着用等、誘導員であることの立場や役割を明確にし、その活動に理解を求めること。  

１１ 情報伝達  

避難実施要領の住民への伝達方法  

防災行政無線を用いて対象地域に避難実施要領の内容を伝達。市ホームペー

ジや SNS 掲載、広報車、消防車両を活用。伝達先として、自治会長、自主防災

組織の長に FAX 等により送付。  

避難実施要領の伝達先  関係機関連絡先一覧による。  

職員間の連絡手段  地域防災計画で定めているとおりとする。  

１２ 緊急時の連絡先  

那覇市総務部 防災危機管理課 

国民保護/緊急対処事態対策本部  

電話：098-８６１-１１０２ 

FAX：098-862-0614 
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 ※那覇市内から住民の県外避難を実施する場合、基本的に港湾施設からの避難の場合、大型旅客船

の接岸可能な港湾を想定するため、市内は那覇港、市外施設は中城湾港及び渡久地港の 2 カ所が候

補となる。その他の沖縄本島内の港湾施設や漁港などについては、施設の規模が小さく大量の避難

者を受入れすることが困難であるため、状況に応じて活用を避難実施要領策定時に個別に反映させ

る。 

 

 ※航空機を使用した避難の場合、空港は那覇空港に限定されるため、輸送時のコントロール及び航空

関係各機関との連携が重要になる。連絡を密に取り、適切な住民の人数を送る輸送コントロールが

重要。 

 

 

 

凡例 

空港（那覇空港） 

港（ふ頭） 
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 【避難ルート】 

  那覇市内からの市外港湾施設への基本経路は、国道 58 号線、国道３３０号線、国道 329 号線、 

沖縄自動車道路を経由し、各港湾へ避難する。実際の避難ルートは状況により避難実施要領に反映

させる必要がある。 

 

避難ルートの例（中城湾港ルート） 

 
 ※指定避難所（小学校体育館等）から各ルートへの移動ルートについては、避難実施要領策定時に 

個別に設定したルートを使用する。各ルートは避難実施時の状況に応じて設定し、必要であればルー

ト変更する。 

 ①国道５８号線ルート 

  安謝交差点⇒浦添市牧港⇒宜野湾市伊佐交差点⇒宜野湾市普天間交差点⇒北中城村ライカム⇒ 

  沖縄市比屋根交差点⇒沖縄市泡瀬交差点⇒中城湾港 

 ②国道 330 号線ルート 

  古島交差点⇒浦添市大平 IC⇒浦添市伊祖 IC⇒宜野湾市我如古交差点⇒宜野湾市普天間交差点 

  ⇒北中城村ライカム⇒沖縄市比屋根交差点⇒沖縄市泡瀬交差点⇒中城湾港 

 ③沖縄自動車道ルート 

  沖縄自動車道那覇 IC⇒西原 IC⇒中城 PA⇒北中城 IC⇒喜舎場スマート IC⇒沖縄南 IC⇒北中 

城村ライカム⇒沖縄市比屋根交差点⇒沖縄市泡瀬交差点⇒中城湾港 

凡例 

中城湾港（バース） 

①国道 58 号線ルート 

②国道 330 号線ルート 

③沖縄自動車道ルート 

④国道３２９号線ルート 
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④国道 329 号線ルート 

  一日橋交差点⇒県道 82 号線⇒兼城交差点⇒与那原交差点⇒国道 331 号線⇒渡口交差点⇒ 

沖縄市泡瀬交差点⇒中城湾港  

 

  

■パターン２（ゲリラ・特殊部隊による攻撃⇒市外避難）  

≪爆発物が発見され、市外の避難施設に避難する事案≫  

那覇港の港湾施設の爆破計画が判明したことにより、周辺住民を市外に避難させる事案を想定

するものとする。  

この事案が発生する日の午前中に、Ａ市で爆発物を積載した車両が爆発する事案が発生し、当該

事案が緊急対処事態に認定され、本市にはすでに緊急対処事態対策本部が設置されてい 

る状況との想定とする。  

  
表 事態と対応の想定  

時系列  状況  対応等  

６月 1 日  

10:00～  

・Ａ市で爆発物を積載した車両が爆発  

・実行したテログループは犯行声明を発

表、次の爆破を予告  

・爆発物で多数の死傷者が発生  

・（１２：００）Ａ市で発生した事案について、国が緊急対処事

態に認定  

15:00  ・テログループの拠点捜索により、２０時

に那覇港（安謝新港）の港湾施設を爆破

する計画が判明  

・国対策本部が避難措置の指示の検討開始  

・県対策本部が避難の指示の検討開始  

1５:05    ・警察が那覇港（安謝新港）周辺の捜索を開始  

・消防が那覇港（安謝新港）港湾施設及び泊大橋から半径 

３００ｍ圏内を含む区域を消防警戒区域に設定  

・市においても状況を把握、住民の避難について検討・調整

開始  

・県と市が避難施設及び避難路の協議開始  

・市職員を現場へ派遣  

1５:30  ・警察が泊大橋橋架で爆発物を発見    

1５:35  ・泊大橋付近の道路を通行停止  ・市が緊急対処事態対策本部会議を開催（状況から午前中

の事案と同様の爆発物である可能性が高く、付近住民の

避難について検討）  

1５:40 ・国から県に対し避難措置の指示    

1５:45  ・県から市に対し避難の指示  ・避難実施要領（案）を作成し、関係機関と調整  

17:00    ・避難実施要領の策定完了、直ちに防災行政無線及び広報

車、消防及び消防団で住民避難実施要領の内容の伝達を

実施、誘導班の派遣、住民の避難開始  

17:30    ・残留者への呼びかけを開始  

  ・要避難地域の住民等の避難完了    
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記載例  

避難実施要領  

那覇市長 20２３年６月１日 1６時 10 分現在  

☐市内避難    ☑市外避難    ☐県外避難  

１ 県からの避難の指示の内容  

避難地域：安謝新港及び泊大橋の周辺地域（那覇市港町、曙、泊、若狭）   

２ 事態の状況、関係機関の措置  

 2-1 事態の状況  

発生時期  20２３年 ６月 1 日（木） 1５：00  

発生場所  那覇新港、泊大橋  

実行の主体  不明  

事案の概要と被害状況  那覇新港及び泊大橋爆破計画が発覚計画によると 20 時に

爆破することになっている。  

今後の予測・影響と措置  対応に時間を要することが予想されることから、１日程度避難施設にとど

まることを考慮することが必要。  

気象の状況  天候：晴  気温：２８℃  風向：南   風速： ５m/s  

 2-2 避難住民の誘導の概要  

要避難地域  那覇市港町、曙、泊、若狭（爆発等の危険が及ぶ可能性がある範囲）  

避難先と避難誘導の方針  港町、曙、泊、若狭の住民を徒歩で危険地域以外の地域へ避難させる。  

避難開始日時  ６月 1 日（木） 17：00  

避難完了予定日時    

 2-3 関係機関の措置等  

措置の概要  警察：消防の警戒区域に基づき交通規制を実施                 

消防：現場の状況から泊大橋から半径約 300m 圏内を包含する区域及び

安謝新港港湾施設を消防警戒区域と設定  

連絡調整先  県現地対策本部：市職員２名を派遣 

現地調整所：市職員２名を派遣 

その他関係機関：道路管理者、港湾管理者 

３ 事態の特性で留意すべき事項  

事態の特性  

（除染の必要性等）  

判明した爆破計画中には、大量殺傷物質等を用いる計画は含まれておら

ず、避難時に特別な対応は必要ない。  

地域の特性  病院が所在するため、要配慮者（入院患者含む） の避難には、自治会や病院

と連携して介助者を派遣して避難を行う。  

時期による特性  避難実施時は夕方となり、学校等からの児童の避難は基本的に検討する必

要はないが、部活動などの配慮は必要。 
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４ 避難者数（単位：人） 

地区名 港町 曙 若狭 泊 

避難者数 ○○人 ○○人 ○○人 ○○人 

避難行動要支援者数 ○○人 ○○人 ○○人 ○○人 

うち外国人等の数 ○○人 ○○人 ○○人 ○○人 

５ 避難施設等 

 5-1 一時避難場所 

避難地域 港町 曙 若狭 泊 

避難施設名 曙小学校 曙小学校 若狭小学校 

那覇中学校 

泊小学校 

泊高校 

所在地     

連絡先     

連絡担当者     

その他の留意事項     

5-２ 待機場所 

待機場所 港町 曙 若狭 泊 

所在地     

連絡先     

連絡担当者     

その他の留意事項     

その他の留意事項     

5-３ 避難先施設 

避難施設 ○○市体育館 ▲▼陸上競技場   

所在地     

収容可能人数     

連絡先     

連絡担当者     

その他の留意事項     

６ 避難手段 

輸送手段 バス  船舶  徒歩  航空機  その他（公用車等） 
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輸送手段の詳細 種類（車種等）  

台数 バス：○○台 船舶：○隻 

輸送可能人数  

連絡先    

輸送力の配分の考え方    

その他輸送手段  

避難行動要支援

者  

自力歩行が困難な高齢者等に対しては、避難施設まで市の公用車両

による輸送を行う。  

その他      

（入院患者等）  

要避難地域内の病院及び避難先地域の病院と調整し、救急車による

搬送を行う。  

７ 避難路  

避難に使用する経路  主要な避難路は、車両を利用するルート及び船舶を利用するルートとする。

詳細は別添地図のとおり。  

交通規制  

実施者の確認  那覇警察署 、浦添警察署 

規制にあたる人数  〇〇人程度（協議により確認）  

規制場所  住民等を速やかに避難させる必要があるため、警察では主要な避難路で交

通規制を行う。  

警備体制  

実施者の確認  那覇警察署  

規制にあたる人数  〇〇人程度（協議により確認）  

規制場所  交通規制を行った付近で警備を行う。  

８ 避難誘導方法  

 8-1 避難（輸送）方法  

地区  港町 曙 若狭 泊 

一時集合場所への

避難方法  

誘導の実施単位        

輸送手段  徒歩 徒歩 徒歩 徒歩 

避難先  曙小学校 曙小学校 若狭小学校 

那覇中学校 

泊小学校 

泊高校 

集合時間  17:30 17:30 17:30 17:30 

その他 

（誘導責任者等）  

    

避難施設への避難

方法  

誘導の実施単位  港町 曙 若狭 泊 

輸送手段  バス バス バス バス 

避難路  避難ルート① 避難ルート① 避難ルート② 避難ルート③ 

避難出発港・避難出

発空港  
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避難先  ○市□□中学校  ▲市〇〇小学校      

避難開始時間          

避難完了予定日時          

その他 

（誘導責任者等）  

        

避難行動要支援者  誘導の実施単位  地域防災計画に基づいて設定  

等の避難方法  避難行動要支援者

への支援方法  

避難行動要支援者の区分に応じた

対応を実施  

□□病院の入院患者は、〇〇市の

病院へ避難させる。  

    

輸送手段  市の保有車両      

避難路        

避難先  〇〇市の〇〇病院      

避難開始時間  ６月１日（木）１7:０0      

避難完了予定日時        

 8-2 職員の配置方法  

配置場所  一時集合場所（３か所）、避難先の市町村の避難場所（10 カ所）、避難経路の主要な交差点 

人数  一時避難場所：３×５名＝１５名、受入市町村避難施設：１０×５ 名＝５０名 

交差点：10 名 

現地調整所  連絡要員を 2 名配置  

 8-3 残留者の確認方法  

確認者  市職員・消防職団員・（約 ２０名：誘導にあたらない職員を割り当て）  

時期  ６月 1 日（木）17:30 開始  

場所  那覇市港町、曙、泊、若狭 

方法  広報車及び防災行政無線による呼びかけ、戸別訪問  

措置  残留者に対し避難するよう求める。  

終了予定日時    

 8-4 避難誘導時の食料の支援提供方法  

食事時期  （避難施設に提供）  

食事場所  各一時集合場所（小学校など） 

提供する食事の種類  備蓄食料等  
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実施担当部署   防災危機管理課 

 8-5 追加情報の伝達  

避難誘導員による連絡、防災行政無線、消防車両、広報車等  

 9 避難時の留意事項  

自宅から避難する場合の留意事項  

  

  

  

  

基本事項  

  

  

  

避難時は、金銭・貴重品、パスポートや運転免許証、マイナンバーカード等の身分を証明する

もの、最小限の着替えや日用品、非常持出品等を携行するものとする。  

隣近所に声を掛け合い、相互に助け合って避難  

  

  

  

  

  

  

事態の特性  

  

  

特になし（ 発見された爆発物は、大量殺傷物質等を用いられている可能性は低く、避難時に

特別な対応は必要ない。）  

  

時期の特性  

  湿度が高い季節のため、熱中症対策が各場面で必要。飲料水の確保など。 

一時集合場所での対応  

  

  

  

  

１０ 誘導に際しての留意事項（職員）  

（心得・安全確保・服装等）  

職員は冷静沈着に、毅然たる態度を保つこと。  

防災服や防災ジャンパー、消防職団員の制服など、立場や役割を明確にし、その活動に理解を求めること。  

１１ 情報伝達  

避難実施要領の住民への伝達方法  

防災行政無線を用いて対象地域に避難実施要領の内容を伝達。市ホームペ

ージ等掲載、広報車、消防車両を活用。伝達先として、あらかじめ指定して

いる自治会長、自主防災組織の長に FAX 等により送付。  

避難実施要領の伝達先  関係機関連絡先一覧による。  

職員間の連絡手段  地域防災計画で定めているとおりとする。  

１２ 緊急時の連絡先  

那覇市総務部防災危機管理課 

国民保護/緊急対処事態対策本部  

電話：098-861-1102 

FAX：098-862-0614 
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図 避難ルートのイメージ  
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■パターン３（弾道ミサイル⇒屋内避難） 

 

≪弾道ミサイルが市域に着弾する可能性がある事態≫   

某国より弾道ミサイルが発射され（兆候を含む。）、本市域において、１間後程度で着弾もしくは

上空を通過するおそれが判明したことにより、住民を避難させる事案を想定するものとする。  

  

 

表 事態と対応の想定  

時系列  状況  対応等  

６月 1 日  

10:00～  

・某国で弾道ミサイル発射の兆候を確認 ・国、県、市対策本部設置 

・国、県対策本部が避難措置の指示を検討 

・市対策本部は情報収集 

10:10  ・県と市は避難施設及び避難経路の協議開始 

10:1５ ・国から県に対し避難の指示 

 

・県から市に対し避難の指示 

 

・市は住民に対し避難の指示 

 

・避難実施要領（案）を作成。 

・関係機関と調整後、市国民保護対策本部会議を開催（避難

実施要領の決定） 

・決定した避難実施要領の内容を防災行政無線や各種広報

手段、SNS 等を用いて弾道ミサイルからの避難を周知す

る。 

1０:１５～   ・屋外にいる住民や観光客に対し、防災行政無線、各種広報

手段、SNS 等を用いて直ちに屋内避難を呼びかける。 

  ・大規模集客施設や店舗、各公共施設等に対しても避難周

知の協力を依頼。 

10:4５ ・住民避難完了 ・避難継続の呼びかけ 

弾道ミサイ

ル発射情報 

着弾のおそれのある地域に対し、J アラー

トによる警報の発令 

・即時屋内避難の呼びかけを追加実施 
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記載例  

避難実施要領  

那覇市長 20２３年  ６月  １日  10 時  １５ 分現在  

屋内避難  

１ 県からの避難の指示の内容  

避難地域：弾道ミサイルが那覇市に着弾もしくは通過する可能性  

国の対策本部長は、国民保護法に基づき、弾道ミサイルの発射が差し迫っているとの警報を発令し、避難措

置の指示を行った。要避難地域内の住民は堅ろうな建物に避難するとともに、安全が確認されるまでの間、

そのまま屋内避難を継続すること。それぞれ、ドアや窓を全部閉め、換気扇を止める等、外気から出来るだ

け遮断されるようにし、防災行政無線、テレビ、ラジオ等からの情報収集に努める。 

２ 事態の状況、関係機関の措置  

 2-1 事態の状況  

発生時期  20２３年 ６月 1 日（木） 10：00 頃  

発生場所  弾道ミサイルが那覇市へ着弾もしくは通過する可能性  

実行の主体  某国 

事案の概要と被害状況  弾道ミサイルが那覇市に１間程度で着弾、上空を通過する可能性  

今後の予測・影響と措置  屋内避難を呼びかけるとともに、安全を確認  

気象の状況  天候：曇り 気温： ２８℃ 風向：南東  風速： ５m/s  

 2-2 避難住民の誘導の概要  

要避難地域  市全域  

避難先と避難誘導の方針  住民を自宅建物もしくは近傍の堅ろうな施設へ避難させる。  

知事の避難指示を踏まえた対処を基本とするが、市民がいる場所

の近傍の堅ろうな建物等の屋内に避難し、窓から離れるか、窓のな

い部屋に移動する。屋内避難ができない場合は、物陰に身を隠すか

地面に伏せ頭部を守る等の対応をとる。 

避難開始日時  20２３年 ６月 1 日（木） 10：１５ 

避難完了予定日時  20２３年 ６月 1 日（木） １０：４５ 

 2-3 関係機関の措置等  

措置の概要  防災行政無線、各種広報手段、SNS 等による屋内避難の呼びかけ  

連絡調整先  県現地対策本部：市職員２名を派遣 

その他関係機関：警察、消防など 

３ 事態の特性で留意すべき事項  

弾頭ミサイルに大量殺傷物質等が含まれている可能性は否定できないことから、情報収集を行うこと。  

自力での歩行が困難な者や観光客、日本語の理解が不十分な外国人については、付近にある者が避難に関

する援助を行う。 

担当職員等は屋外にいる者が堅ろうな建物等に速やかに避難が行えるよう配慮する。 

市民以外の滞在者についても、屋内への避難誘導について、観光施設 ・大規模集客施設 ・店舗等に対して

協力を依頼する。 
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４ 住民の行動（基本事項）  

屋内避難の指示を受けた場合の対応  

屋内にいる場合  そのまま屋内に留まる。 ドアや窓を全部閉め、換気扇を止める等、

外気からできるだけ遮断されるようにする。 

非常持ち出し品を準備するとともに、防災行政無線、テレビ、ラジオ

等からの情報収集に努める。 

屋内の環境は、空調及び換気扇を停止し、必要に応じテープ等で目

張りする等外気を遮断する。 

その他必要と認められる事項 

屋外にいる場合  近傍の堅ろうな施設、建築物の地階等へ避難する。  

避難は徒歩を基本とし、避難のために屋外にいる時間を最小限に

とどめる。 

車両内にある者は、可能な限り、車両を道路外の場所に駐車し、や

むを得ず道路上に駐車する場合は、道路の左端に沿ってキーをつ

けたまま駐車するなど、緊急車両の通行に妨げとならない方法とす

る。 

原則として、近くの建物への避難を行うが、屋内への避難が困難な

ときは、遮蔽物の物陰にとどまるか、地面に伏せて頭部を守る行動

をとる。 

周辺で着弾音等不審な音を聞知したときは、当該現場から離れる

とともに、那覇市又は警察に連絡する。 

５ 情報の伝達  

避難実施要領の住民への伝達方法  防災行政無線を用いて対象地域に避難実施要領の内容を伝達。 

市ホームページ、SNS 等掲載、広報車、消防車両を活用。  

ミサイルが発射された場合や、沖縄県に落下もしくは上空通過の可

能性がある場合は、J アラートが使用され、防災行政無線の屋外ス

ピーカーから国民保護サイレンが鳴ることとなる。 

避難実施要領の伝達先  関係機関連絡先一覧による。  

６ 緊急時の連絡先  

那覇市  

国民保護/緊急対処事態対策本部 

電話：098-８６１-１１０２ 

FAX：０９８-８６２-０６１４ 
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■パターン４（弾道ミサイル着弾後⇒屋内・市内避難） 

 

≪弾道ミサイルが市域周辺に着弾する事態≫   

某国より弾道ミサイルが発射され本市周辺地域において着弾したことにより、住民を避難させる

事案を想定するものとする。  

  

 

事態と対応の想定  

時系列  状況  対応等  

６月 1 日  

10:00～  

X 市 Y 地区において発生した爆発が、某

国から発射された弾道ミサイルが着弾と

断定 

 

・国、県、市対策本部設置 

・国民保護法に基づき警報を発令し、爆心地周辺の X 市 Y 

地区及び隣接する 那覇市〇〇地区を要避難地域として、避

難措置の指示 

・これを受け、県及び市対策本部が避難措置の指示 

10:10  ・県と市は避難施設及び避難経路の協議開始 

10:1５ 市は住民に対し避難の指示 

 

・避難実施要領（案）を作成。 

・関係機関と調整後、市国民保護対策本部会議を開催（避難

実施要領の決定） 

・決定した避難実施要領の内容を防災行政無線や各種広報

手段、SNS 等を用いて弾道ミサイルからの避難を周知す

る。 

1０:１５～   ・市内の住民や観光客に対し、防災行政無線、各種広報手

段、SNS 等を用いて直ちに屋内避難を呼びかける。 

  ・大規模集客施設や店舗、各公共施設等に対しても避難周

知の協力を依頼。 

 

 

10:4５ ・住民避難完了 ・避難継続の呼びかけ 

弾道ミサイ

ル発射情報 

着弾のおそれのある地域に対し、J アラー

トによる警報の発令 

・即時屋内避難の呼びかけを追加実施 
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記載例  

避難実施要領  

那覇市長 20２３年  ６月  １日  10 時  １５ 分現在  

市内避難 （ミサイル着弾後） 

１ 県からの避難の指示の内容  

避難地域：弾道ミサイルが那覇市地域に着弾し、隣接する本市の要避難対象地域 

国の対策本部長は、X 市 Y 地区において発生した爆発について、某国から発射された弾道ミサイルが着弾

したとして、国民保護法に基づき警報を発令し、爆心地周辺の X 市 Y 地区及び隣接する 那覇市〇〇地区

を要避難地域として、避難措置の指示を行った。それを受け、沖縄県知事は、那覇市〇〇地区の住民に避難

の指示を行った。 

２ 事態の状況、関係機関の措置  

 2-1 事態の状況  

発生時期  20２３年 ６月 1 日（木） 10：00 頃  

発生場所   X 市 Y 地区 

実行の主体  某国 

事案の概要と被害状況  X 市 Y 地区にミサイルが落下し爆発。NBC 弾の可能性あり。人的・

物的被害について調査中。 

政府の情報では、更なるミサイル発射の可能性はないとのこと。 

今後の予測・影響と措置  弾頭の種類に応じて消防局が人員除染、地域除染実施。 

更なる爆発の可能性や NBC 弾が搭載されていた可能性を視野に

対処する必要がある。 

気象の状況  天候：曇り 気温： ２８℃ 風向：南東  風速： ５m/s  

 2-2 避難住民の誘導の概要  

要避難地域  着弾地点に近い那覇市○○地区 

避難先と避難誘導の方針  ××地区へ避難させる。要避難地域以外の地域でも、住民は不要不

急の外出を避け、努めて屋内退避を継続。 

避難施設 ××公民館（〇〇市Ｘ丁目Ｘ番Ｘ号、連絡先：☓☓☓-☓☓☓-☓☓☓☓） 

避難経路  

避難開始日時  20２３年 ６月 1 日（木） 10：１５ 

避難完了予定日時  20２３年 ６月 1 日（木） １０：４５ 

 2-3 関係機関の措置等  

措置の概要  防災行政無線、各種広報手段、SNS 等による屋内避難の呼びかけ  

連絡調整先  那覇警察署：098-836-0110 

陸上自衛隊第○○隊：xxx-xxx-xxxx 

３ 事態の特性で留意すべき事項  

弾頭ミサイルに大量殺傷物質等が含まれている可能性は否定できないことから、情報収集を行うこと。  

自力での歩行が困難な者や観光客、日本語の理解が不十分な外国人については、付近にある者が避難に関

する援助を行う。 

担当職員等は屋外にいる者が堅ろうな建物等に速やかに避難が行えるよう配慮する。 
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市民以外の滞在者についても、屋内への避難誘導について、観光施設 ・大規模集客施設 ・店舗等に対して

協力を依頼する。 

４ 住民の行動（基本事項）  

職員の配置場所・人数 別表に定めるとおり 

（安全確保に配慮しつつ、避難経路の要所に配置） 

避難行動要支援者の避難誘導方針 要避難地域内の避難行動要支援者の避難 

：福祉部局より警察機関に要支援者の情報を提供し、警 

察機関にて保護した上で、福祉部局が用意した車両に 

て指定避難先施設へ避難させる。 

５ 情報の伝達  

避難実施要領の住民への伝達方法  防災行政無線を用いて対象地域に避難実施要領の内容を伝達。 

市ホームページ、SNS 等掲載、広報車、消防車両を活用。、要避難

地域の住民全般に避難実施要領の内容を伝達する。 

避難実施要領の伝達先  市町村内の各機関及び団体等（関係機関等一覧表） 

６ 緊急時の連絡先  

那覇市総務部防災危機管理課 

国民保護/緊急対処事態対策本部 

電話：098-８６１-１１０２ 

FAX：０９８-８６２-０６１４ 
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■パターン５（航空攻撃⇒市内避難）  

≪武装勢力等による航空攻撃が発生した事案≫ 

本市の領域内において武装勢力による航空攻撃が行われたため、被害があった地域の住民を避

難させる事案を想定するものとする。  

  

事態と対応の想定  

時系列  状況  対応等  

６月１日  

10:00～  

・武装勢力による航空攻撃（爆弾等の投下）

が那覇港及び那覇空港へ行われた 

・国及び県を通じ、本市が武装勢力の攻撃対象として

計画されている内容を確認  

10:30    ・市危機管理対策本部を設置し、今後の必要な措置に

ついて検討を行う  

11:00  ・航空攻撃が行われた事案について、国が武

力攻撃事態に認定  

・市危機管理対策本部廃止 

・市国民保護対策本部設置 

11:15  ・国対策本部が避難措置の指示の検討開始  

・県対策本部が避難の指示の検討開始  

・警察が那覇港及び那覇空港周辺地域の警戒  

・住民の避難について検討・調整開始  

・県と市が避難施設及び避難路の協議開始  

・市職員を現場へ派遣 

11:30    ・市国民保護対策本部会議を開催（住民の避難につい

て） 

12:００  ・国から県に対し避難措置の指示 

・県から市に対し避難の指示 

・避難実施要領（案）を作成し、関係機関と調整 

12:３０   ・避難実施要領の策定完了（避難施設の指定、避難路

の指定、誘導班の派遣等） 。ただちに防災行政無

線、各種広報手段、SNS 及び広報車等で住民へ避

難実施要領の内容を伝達。 

・誘導班の派遣、住民の避難開始 

1２:３０～ ・住民避難誘導  

1４:30    ・残留住民への呼びかけを開始 

1５:30   ・逃げ遅れの確認 ・残留住民避難の最終確認 

17:30  ・住民等の避難完了    
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記載例 

避難実施要領  

那覇市長 20２３年６月１日１２時３０分現在  

☑市内避難    ☐市外避難    ☐県外避難  

１ 県からの避難の指示の内容  

避難地域：那覇港及び那覇空港周辺地域 

２ 事態の状況、関係機関の措置  

 2-1 事態の状況  

発生時期  20２３年 ６月 1 日（木） １０：00  

発生場所  那覇港及び那覇空港周辺地域 

実行の主体  不明 （武装勢力） 

事案の概要と被害状況  武装勢力による航空攻撃（爆弾等の投下）が那覇港及び那覇

空港へ行われた。 

今後の予測・影響と措置  那覇港及び那覇空港周辺地域の住民を迅速に避難させる。対処には時間

がかかることを想定し、数日間は避難施設で避難することを考慮する必要

がある。 

気象の状況  天候：晴  気温：２８℃  風向：南   風速： ５m/s  

 2-2 避難住民の誘導の概要  

要避難地域  那覇港、那覇空港周辺地域（国道 58 号線から西側、国場川から南側） 

避難先と避難誘導の方針  上記の地域の住民を避難地域外の指定避難所などへ移送し避難させる。 

避難開始日時  ６月 1 日（木） １２：３０ 

避難完了予定日時   

 2-3 関係機関の措置等  

措置の概要  警察：消防の警戒区域に基づき交通規制を実施、住民避難の誘導                 

消防：消防警戒区域を那覇港及び那覇空港に設定。被害地域の消火及び救

護活動、死傷者の搬送等 

消防団：住民の避難誘導及び救護活動 

市職員：住民の避難誘導及び避難所での受け入れなどの対応 

自衛隊：事態認定後、住民保護及び攻撃阻止 

連絡調整先  県現地対策本部：市職員２名を派遣 

現地調整所：市職員２名を派遣 

その他関係機関：道路管理者、港湾管理者、空港関係者 

３ 事態の特性で留意すべき事項  

事態の特性  

（除染の必要性等）  

判明した爆破計画中には、大量殺傷物質等を用いる計画は含まれておら

ず、避難時に特別な対策は必要ない。  
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地域の特性  避難該当区域内に在する病院や地域内の要配慮者の避難には、自治会や病

院、消防と連携して介助者を派遣して避難を行う。  

 

時期による特性  避難時間帯が平日昼間であるため、企業や学校からの避難誘導について考

慮する必要がある。 

４ 避難者数（単位：人） 

地区名 本庁地区 小禄地区   

避難者数 98,934 人 58,172 人   

避難行動要支援者数 ○○人 ○○人   

うち外国人等の数 ○○人 ○○人   

５ 避難施設等 

 5-1 一時避難場所① 

避難地域 曙 1～3 丁目 

港町 1～4 丁目 

旭町 

泉崎１～2 丁目 

松尾１～2 丁目 

字安謝 

安謝 1～2 丁目 

字天久 

天久１～3 丁目 

避難施設名 曙小学校 開南小学校 安謝小学校 天久小学校 

所在地 曙 2 丁目１８－１ 泉崎 1 丁目１－６ 安謝 2 丁目１５－２８ 天久 1 丁目４－１ 

連絡先     

連絡担当者     

その他の留意事項     

 5-1 一時避難場所② 

避難地域 字上之屋 

上之屋 1 丁目 

奥武山町 

山下町 

垣花町 

垣花町 1～３丁目 

住吉町１～３丁目 

おもろまち１～4 丁目 

銘苅１～３丁目 

久米１～2 丁目 

通堂町 

西１～３丁目 

東町 

避難施設名 泊小学校 垣花小学校 銘苅小学校 天妃小学校 

所在地     

連絡先     

連絡担当者     

その他の留意事項     

 5-1 一時避難場所③ 
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避難地域 牧志１～3 丁目 

久茂地１～３丁目 

前島１～2 丁目 古波藏３～4 丁目 

壷川１～3 丁目 

楚辺１～３丁目 

樋川１～2 丁目 

辻１～３丁目 

松山１～２丁目 

若狭１～３丁目 

避難施設名 壺屋小学校 那覇小学校 城岳小学校 若狭小学校 

所在地     

連絡先     

連絡担当者     

その他の留意事項     

5-２ 待機場所① 

待機場所 曙 1～3 丁目 

港町 1～4 丁目 

旭町 

泉崎１～2 丁目 

松尾１～2 丁目 

字安謝 

安謝 1～2 丁目 

字天久 

天久１～3 丁目 

避難施設名 曙小学校 開南小学校 安謝小学校 天久小学校 

所在地 曙 2 丁目１８－１ 泉崎 1 丁目１－６ 安謝 2 丁目１５－２８ 天久 1 丁目４－１ 

連絡先     

連絡担当者     

その他の留意事項     

 5-２ 待機場所② 

避難地域 字上之屋 

上之屋 1 丁目 

奥武山町 

山下町 

垣花町 

垣花町 1～３丁目 

住吉町１～３丁目 

おもろまち１～4 丁目 

銘苅１～３丁目 

久米１～2 丁目 

通堂町 

西１～３丁目 

東町 

避難施設名 泊小学校 垣花小学校 銘苅小学校 天妃小学校 

上山中学校 

所在地    久米 1－3－2 

久米 1－3－1 

連絡先    917-3319 

917-3406 

連絡担当者     

その他の留意事項     
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 5-２ 待機場所③ 

避難地域 牧志１～3 丁目 

久茂地１～３丁目 

前島１～2 丁目 古波藏３～4 丁目 

壷川１～3 丁目 

楚辺１～３丁目 

樋川１～2 丁目 

辻１～３丁目 

松山１～２丁目 

若狭１～３丁目 

避難施設名 壺屋小学校 那覇小学校 城岳小学校 若狭小学校 

所在地     

連絡先     

連絡担当者     

その他の留意事項     

5-３ 避難先施設① 

避難施設 真嘉比小学校 真嘉比こども園 松島小学校 松島こども園 

所在地 真嘉比１－１７－１ 真嘉比１－１７－１ 古島 2－30－12 古島 2－30－12 

収容可能人数     

連絡先 917-3306 884-4476 917-3325 884-0054 

連絡担当者     

その他の留意事項     

5-３ 避難先施設② 

避難施設 松島中学校 興南学園 大道小学校 大道こども園 

所在地 古島 2－11－2 古島 1－7－1 字大道 146－1 字大道 146－1 

収容可能人数     

連絡先 917-3411 884-3293 917-3308 884-5769 

連絡担当者     

その他の留意事項     

5-３ 避難先施設③ 

避難施設 真和志中学校 松川小学校 松川幼稚園 沖縄工業高校 

所在地 字大道１５８ 松川１－７－１ 松川１－７－１ 松川３－２０－１ 

収容可能人数     

連絡先 ９１７－３４０３ 917-3309 ８３２－６１８０ ８３２－３８３１ 

連絡担当者     
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その他の留意事項     

5-３ 避難先施設④ 

避難施設 識名小学校 石田中学校 与儀小学校 与儀こども園 

所在地 識名２－２－１ 繁多川 5－17－1 与儀１－１－１ 与儀１－１－１ 

収容可能人数     

連絡先 ９１７－３３１０ ９１７－３４０４ ９１７－３３１７ 832-6759 

連絡担当者     

その他の留意事項     

5-３ 避難先施設⑤ 

避難施設 県立看護大学 真和志小学校 寄宮中学校 古蔵小学校 

所在地 与儀１－２４－１ 寄宮３－１－１ 長田１－１３－６５ 古波藏３９３ 

収容可能人数     

連絡先 833-8800 ９１７－３３１６ 917-3408 ９１７－３３２６ 

連絡担当者     

その他の留意事項     

5-３ 避難先施設⑥ 

避難施設 古蔵こども園 真和志高校 沖尚学園 仲井真小学校 

所在地 古波藏３９３ 真地２４８ 国場 747 字仲井真１７３ 

収容可能人数     

連絡先 ８５３－００６５ ８３３－０８１０ 832-1767 917-3330 

連絡担当者     

その他の留意事項     

5-３ 避難先施設⑦ 

避難施設 真地小学校 上間小学校 仲井真中学校 松城中学校 

所在地 字真地３１３ 長田 2－11－60 字仲井真 189 繁多川３－１５－１ 

収容可能人数     

連絡先 917-3334 ９１７－３３２７ 917-3415 917-3414 

連絡担当者     

その他の留意事項     

5-３ 避難先施設⑧ 
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避難施設 古蔵中学校 大名小学校 大名こども園 城北小学校 

所在地 古波藏４－８－１ 首里大名町 1－49 首里大名町 1－49 首里石嶺町 1－162 

収容可能人数     

連絡先 917-3409 917-3328 886-1413 917-3303 

連絡担当者     

その他の留意事項     

5-３ 避難先施設⑨ 

避難施設 城北こども園 城北中学校 石嶺小学校 石嶺公民館 

所在地 首里石嶺町 1－162 首里石嶺町１－１１２ 首里石嶺町４-360-

8 

首里石嶺町 2-７０-9 

収容可能人数     

連絡先 884-0936 917-3412 917-3328 917-3447 

連絡担当者     

その他の留意事項     

5-３ 避難先施設⑩ 

避難施設 石嶺中学校 城東小学校 首里中学校 城西小学校 

所在地 首里石嶺町 2－109 首里石嶺町 2-74-

1 

首里汀良町 2－55 首里真和志町１－５ 

収容可能人数     

連絡先 917-3417 917-3302 917-3402 917-3304 

連絡担当者     

その他の留意事項     

5-３ 避難先施設⑪ 

避難施設 首里公民館 城南小学校 沖縄県立芸術大学  

所在地 首里当蔵町２－８－２ 首里崎山町 2-18-

1 

首里当蔵町１－４  

収容可能人数     

連絡先 ９１７－３４４５ ９１７－３３０５ ８８２－５０００  

連絡担当者     

その他の留意事項     

６ 避難手段 
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輸送手段 バス  船舶  徒歩  航空機  その他（公用車等） 

輸送手段の詳細 種類（車種等）  

台数 バス：○○台 船舶：○隻 

輸送可能人数  

連絡先    

輸送力の配分の考え方    

その他輸送手段  

避難行動要支援者  自力歩行が困難な高齢者等に対しては、避難施設まで市の公用車

両による輸送を行う。  

その他      （入院

患者等）  

要避難地域内の病院及び避難先地域の病院と調整し、救急車によ

る搬送を行う。  

７ 避難路  

避難に使用する経路  主要な避難路は、車両を利用するルート及び船舶を利用するルートとする。

詳細は別添地図のとおり。  

交通規制  

実施者の確認  那覇警察署 、浦添警察署 

規制にあたる人数  〇〇人程度（協議により確認）  

規制場所  住民等を速やかに避難させる必要があるため、警察では主要な避難路で交

通規制を行う。  

警備体制  

実施者の確認  那覇警察署  

規制にあたる人数  〇〇人程度（協議により確認）  

規制場所  交通規制を行った付近で警備を行う。  

８ 避難誘導方法  

 8-1 避難（輸送）方法  

地区  港町 曙 若狭 泊 

一時集合場所への

避難方法  

誘導の実施単位        

輸送手段  徒歩 徒歩 徒歩 徒歩 

避難先  曙小学校 曙小学校 若狭小学校 

那覇中学校 

泊小学校 

泊高校 

集合時間  17:30 17:30 17:30 17:30 

その他 

（誘導責任者等）  

    

避難施設への避難

方法  

誘導の実施単位  港町 曙 若狭 泊 

輸送手段  バス バス バス バス 

避難路  避難ルート① 避難ルート① 避難ルート② 避難ルート③ 
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避難出発港・避難出

発空港  

       

避難先  ○市□□中学校  ▲市〇〇小学校      

避難開始時間          

避難完了予定日時          

その他 

（誘導責任者等）  

        

避難行動要支援者  誘導の実施単位  地域防災計画に基づいて設定  

等の避難方法  避難行動要支援者

への支援方法  

避難行動要支援者の区分に応じた

対応を実施  

□□病院の入院患者は、〇〇市の

病院へ避難させる。  

    

輸送手段  市の保有車両      

避難路        

避難先  〇〇市の〇〇病院      

避難開始時間  ６月１日（木）１7:０0      

避難完了予定日時        

 8-2 職員の配置方法  

配置場所  一時集合場所（３か所）、避難先の市町村の避難場所（10 カ所）、避難経路の主要な交差点 

人数  一時避難場所：３×５名＝１５名、受入市町村避難施設：１０×５ 名＝５０名 

交差点：10 名 

現地調整所  連絡要員を 2 名配置  

 8-3 残留者の確認方法  

確認者  市職員・消防職団員・（約 ２０名：誘導にあたらない職員を割り当て）  

時期  ６月 1 日（木）17:30 開始  

場所  那覇市港町、曙、泊、若狭 

方法  広報車及び防災行政無線による呼びかけ、戸別訪問  

措置  残留者に対し避難するよう求める。  

終了予定日時    

 8-4 避難誘導時の食料の支援提供方法  

食事時期  （避難施設に提供）  

食事場所  各一時集合場所（小学校など） 

提供する食事の種類  備蓄食料等  
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実施担当部署   防災危機管理課 

 8-5 追加情報の伝達  

避難誘導員による連絡、防災行政無線、消防車両、広報車等  

 9 避難時の留意事項  

自宅から避難する場合の留意事項  

  

  

  

  

基本事項  

  

  

  

避難時は、金銭・貴重品、パスポートや運転免許証、マイナンバーカード等の身分を証明する

もの、最小限の着替えや日用品、非常持出品等を携行するものとする。  

隣近所に声を掛け合い、相互に助け合って避難  

  

  

  

  

  

  

事態の特性  

  

  

特になし（ 発見された爆発物は、大量殺傷物質等を用いられている可能性は低く、避難時に

特別な対応は必要ない。）  

  

時期の特性  

  湿度が高い季節のため、熱中症対策が各場面で必要。飲料水の確保など。 

一時集合場所での対応  

  

  

  

  

１０ 誘導に際しての留意事項（職員）  

（心得・安全確保・服装等）  

職員は冷静沈着に、毅然たる態度を保つこと。  

防災服や防災ジャンパー、消防職団員の制服など、立場や役割を明確にし、その活動に理解を求めること。  

１１ 情報伝達  

避難実施要領の住民への伝達方法  

防災行政無線を用いて対象地域に避難実施要領の内容を伝達。市ホームペ

ージ等掲載、広報車、消防車両を活用。伝達先として、あらかじめ指定して

いる自治会長、自主防災組織の長に FAX 等により送付。  

避難実施要領の伝達先  関係機関連絡先一覧による。  

職員間の連絡手段  IP 無線機などの連絡手段の活用 

１２ 緊急時の連絡先  

那覇市防災危機管理課 

国民保護/緊急対処事態対策本部  

電話：098-861-1102 

FAX：098-862-0614 
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図 避難区域及び避難経路のイメージ 

  

 

  

    

 

 

 

 

凡例 

危険区域 

避難経路 

※避難経路は、基本的に国道、

県道など幹線道路を使用。 

※避難場所については 

隣接する地域の 

緊急一時避難施設へ避難する。 
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■パターン６（危険性を内在する物質を有する施設等への攻撃⇒屋内避難） 

 

≪可燃性の危険物を取り扱う事業所が攻撃された事態≫   

テロ組織により可燃性の危険物を取り扱う事業所へ攻撃が行われたため、住民を避難させる事

案を想定するものとする。  

  

事態と対応の想定  

時系列  状況  対応等  

６月１日  

10:00～  

・テロ組織により、市内の危険物を取扱う事

業所への攻撃を確認 

・国、県、市対策本部が設置 

・国対策本部が情報収集、避難措置の指示を検討 

・県対策本部が情報収集、避難措置の指示を検討 

10:１0    ・市は状況の把握及び情報収集、住民の避難について

調整を開始 

・県と市は避難について協議を開始 

1０:20  ・国から県へ避難措置の指示  

１０:２５  ・県から市へ避難の指示 ・避難実施要領（案）を作成し、関係機関と調整 

１０:30    ・市緊急事態対策本部会議（避難実施要領の検討） 

・上記要領の策定後、防災行政無線や各種情報手段

等により住民へ周知 

・避難施設の開設 

１０:30～  ・屋外の住民や滞在者、観光客等に防災行政無線等

の広報で避難を呼びかける 

・大規模集客施設等への避難の呼びかけ 

１１:３０  ・残留住民の確認・避難の呼びかけを開始 

 

１１:３０～ ・住民等の避難完了  
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記載例  

避難実施要領  

那覇市長 20２３年６月１日 10 時 30 分現在  

屋内避難  

１ 県からの避難の指示の内容  

避難地域：都市ガス供給施設周辺地域（那覇市西地区・辻地区） 

２ 事態の状況、関係機関の措置  

 2-1 事態の状況  

発生時期  20２３年 ６月 1 日（木） 10：00 頃  

発生場所  都市ガス供給施設 

実行の主体    

事案の概要と被害状況  テロ組織により可燃性の危険物を取り扱う事業所（都市ガス）が攻撃され、敷

地内で爆破が発生。消防による消火活動、救出活動が行われている。テロ組

織は逃走中である。  

今後の予測・影響と措置  テロ組織が事業所周辺に潜んでいる可能性もあるため、 西地区・辻地区の住

民には屋内避難を呼びかけるとともに、安全を確認する。  

気象の状況  天候：曇り 気温： 30℃ 風向：南  風速： 9m/s  

 2-2 避難住民の誘導の概要  

要避難地域  那覇市西地区 ・辻地区 

避難先と避難誘導の方針  西地区 ・辻地区の住民を徒歩で避難施設もしくは安全を確認した建物内へ

避難させる。  

避難開始日時  ２０２３年 ６ 月 1 日（木） 10：30  

避難完了予定日時  ２０２３年 ６ 月 1 日（木） 11：30  

 2-3 関係機関の措置等  

措置の概要  防災行政無線等による屋内避難の呼びかけ  

連絡調整先  県現地対策本部：職員２名を派遣 

３ 事態の特性で留意すべき事項  

テロ組織が近くに潜伏している可能性があるため、細心の注意を払う必要がある。  

４ 住民の行動（基本事項）  

屋内避難の指示を受けた場合の対応  

屋内にいる場合  そのまま屋内に留まる。  

屋外にいる場合  避難施設もしくは安全を確認した建物へ避難する。  

５ 情報の伝達  

避難実施要領の住民への伝達方法  防災行政無線を用いて対象地域に避難実施要領の内容を伝達。市ホームペ

ージ等掲載、広報車、消防車両を活用。  

避難実施要領の伝達先  関係機関連絡先一覧による。  

６ 緊急時の連絡先  

那覇市  

国民保護/緊急対処事態対策本部  

電話：098-８６１-１１０２ 

FAX：098-８６２-０６１４ 
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図 避難のイメージ 

   

凡例 

危険区域 

避難経路 

避難所 

・屋外にいる人は付近の堅ろうな建物内へ避難 

 

・屋内にいる人は在宅避難・屋内避難を継続 
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■パターン７（大規模集客施設への攻撃⇒市内避難）  

≪大規模集客施設が攻撃を受けて、バス、モノレール及び徒歩で避難する事案≫  

市内の商業施設に武装したテログループが立てこもったことにより、近隣の地域を避難させる

事案を想定するものとする。この事案が発生する日の午前中に、沖縄県内の U 市において爆発物

を積載した車両が爆発する事案が発生し、当該事案が緊急対処事態に認定され、沖縄県には緊急

対処事態対策本部が設置されている状況との想定とする。  

 

事態と対応の想定  

時系列  状況  対応等  

６月１日  

10:00

～  

・沖縄県内の U 市内で爆発物を積載し

た車両が爆発、テログループは犯行声

明を発表、また更なる攻撃を予告  

・爆発で２００名を超す死傷者が発生  

・（１２：００）U 市で発生した事案について、国が

緊急対処事態に認定  

13:00  ・商業施設にテログループが侵入  ・直後の通報で、消防、警察は事態認知  

13:10  ・商業施設に侵入したテログループが犯

行声明。U 市での爆発事案の実行犯と

同一グループであることを宣言  

・消防及び警察の先着隊が現場到着  

・市で事態を認知、消防局及び警察から情報収

集、商業施設に繋がる道路の封鎖  

13:25  ・国は、那覇市を、緊急対処事態対策本

部を設置すべき市に指定  

  

13:25    ・警察により交通規制実施、緊急車両のみ通行可  

13:45    ・市が緊急対処事態対策本部会議を開催（状況

から朝の爆発事件をおこしたテログループの可

能性が高く、付近住民の避難を検討し、指示が

あれば対応できるよう準備することを決定）  

13:50    ・県と市が避難施設及び避難経路を協議 

※対応に時間を要することから数日間は避難の

解除ができないことを想定。あわせて住民の避

難に関して協議を開始  

14:15  ・国から県に対し避難措置の指示    

14:25  ・県から市に対し避難の指示  ・避難実施要領（案）を作成し、関係機関と調整  

14:45    ・避難実施要領の策定完了（避難施設の指定、避

難路の指定、誘導班の派遣等） 。ただちに防災

行政無線及び広報車で住民へ避難実施要領の

内容を伝達、誘導班の派遣  

16:30    ・残留住民への呼びかけを開始  

17:30  ・住民等の避難完了    
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表 記載例  

避難実施要領  

那覇市長  

20２３年６月１日１５時００分現在  

☑市内避難    □市外避難    □県外避難  

１ 県からの避難の指示の内容  

避難地域：新都心地区の商業施設周辺地域 

２ 事態の状況、関係機関の措置  

 2-1 事態の状況  

発生時期  20２３年 ６月 1 日（木） １３：00  

発生場所  新都心地区の商業施設 

実行の主体  不明 （国籍不明のテログループ） 

事案の概要と被害状況  武装したテログループが商業施設に立てこもっている。 

従業員及び在館者に死者及びけが人がいる模様。 

今後の予測・影響と措置  占拠された商業施設周辺地域を迅速に避難させる必要がある。対応には長

時間かかることが予測されることから、数日間の避難施設への住民避難を

考慮する必要がある。 

気象の状況  天候：晴  気温：２８℃  風向：南   風速： ５m/s  

 2-2 避難住民の誘導の概要  

要避難地域  新都心地区（那覇市おもろまち） 

避難先と避難誘導の方針  上記の地域の住民を避難地域外の指定避難所などへ移送し避難させる。 

避難開始日時  ６月 1 日（木） １４：４５ 

避難完了予定日時  ６月 1 日（木） １7：４５ 

 2-3 関係機関の措置等  

措置の概要  警察：消防の警戒区域に基づき交通規制を実施、住民避難の誘導 

消防：消防警戒区域を商業施設周辺地域に設定。救護活動等 

消防団：住民の避難誘導及び救護活動 

市職員：住民の避難誘導及び避難所での受け入れなどの対応 

自衛隊：治安維持の対応等 

連絡調整先  県現地対策本部：市職員２名を派遣 

現地調整所：市職員２名を派遣 

その他関係機関：道路管理者、施設関係者など 

３ 事態の特性で留意すべき事項  

事態の特性  

（除染の必要性等）  

テログループの一味が潜伏している可能性があることから、要避難地域及

び周辺地域の避難は警察・自衛隊と連携し、安全を確保しながら行う。 

地域の特性  避難該当区域内に在する病院や地域内の要配慮者の避難には、自治会や病

院、消防と連携して介助者を派遣して避難を行う。  

時期による特性  避難時間帯が平日昼間であるため、企業や学校からの避難誘導について考

慮する必要がある。 

４ 避難者数（単位：人） 
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地区名 おもろまち地区 ○○地区   

避難者数 ６,３５４人 ○○人   

避難行動要支援者数 ○○人 ○○人   

うち外国人等の数 ○○人 ○○人   

５ 避難施設等 

 5-1 一時避難場所 

避難地域     

避難施設名 銘苅小学校 泊小学校 真嘉比小学校 天久小学校 

所在地 銘苅 2 丁目３－２０ 泊 2 丁目２３－９ 真嘉比 1 丁目１７－１ 天久 1 丁目４－１ 

連絡先     

連絡担当者     

その他の留意事項     

６ 避難手段 

輸送手段 バス  船舶  徒歩  航空機  その他（公用車等） 

輸送手段の詳細 種類（車種等）  

台数 バス：○○台 公用車：○台 

輸送可能人数  

連絡先    

輸送力の配分の考え方    

その他輸送手段  

避難行動要支援者  自力歩行が困難な高齢者等に対しては、避難施設まで市の公用車

両による輸送を行う。  

その他      （入院

患者等）  

要避難地域内の病院及び避難先地域の病院と調整し、救急車によ

る搬送を行う。  

７ 避難路  

避難に使用する経路  主要な避難路は、徒歩で移動するルート及び車両を利用するルートとする。

詳細は別添地図のとおり。  

交通規制  

実施者の確認  那覇警察署  

規制にあたる人数  〇〇人程度（協議により確認）  

規制場所  住民等を速やかに避難させる必要があるため、警察では主要な避難路で交

通規制を行う。  

警備体制  

実施者の確認  那覇警察署  

規制にあたる人数  〇〇人程度（協議により確認）  

規制場所  住民の避難経路及び交通規制を行った付近で警備を行う。  

８ 避難誘導方法  
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 8-1 避難（輸送）方法  

地区  おもろまち 

1 丁目 

おもろまち 

2 丁目 

おもろまち 

3 丁目 

おもろまち 

4 丁目 

一時集合場所への

避難方法  

誘導の実施単位        

輸送手段  徒歩 徒歩 徒歩 徒歩 

避難先  真嘉比小学校 泊小学校 天久小学校 銘苅小学校 

集合時間  １４:４５ １４：４５ 17:30 17:30 

その他 

（誘導責任者等）  

    

避難施設への避難

方法  

誘導の実施単位  自治会や地域単位 自治会や地域単位 自治会や地域単位 自治会や地域単位 

輸送手段  バス・徒歩 バス・徒歩 バス・徒歩 バス・徒歩 

避難路      

避難出発港・避難出

発空港  

       

避難先        

避難開始時間          

避難完了予定日時          

その他 

（誘導責任者等）  

        

 

 

 

 

 

 

 

避難行動要支援

者等の避難方法  

誘導の実施単位  地域防災計画に基づいて設定  

避難行動要支援者

への支援方法  

避難行動要支援者の区分に応じた対応を実施  

  

輸送手段  市の保有車両等 

避難路    

避難先  福祉避難所等 

避難開始時間  ６月１日（木）１４:４５ 

避難完了予定日時    

 8-2 職員の配置方法  

配置場所  一時集合場所（３か所）、避難先の市町村の避難場所（10 カ所）、避難経路の主要な交差点 

人数  一時避難場所：４×５名＝２０名、その他交通誘導や避難誘導職員○○人 

現地調整所  連絡要員をとして職員 2 名配置  

 8-3 残留者の確認方法  

確認者  市職員・消防職団員・（約 ２０名：誘導にあたらない職員を割り当て）  
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時期  ６月 1 日（木）１６:30 開始  

場所  那覇市おもろまち一帯 

方法  広報車及び防災行政無線による呼びかけ、戸別訪問  

措置  残留者に対し避難するよう求める。  

終了予定日時    

 8-4 避難誘導時の食料の支援提供方法  

食事時期  （避難施設に提供）  

食事場所  各一時集合場所（小学校など） 

提供する食事の種類  備蓄食料等  

実施担当部署  防災危機管理課 

 8-5 追加情報の伝達  

避難誘導員による連絡、防災行政無線、消防車両、広報車等  

 9 避難時の留意事項  

自宅から避難する場合の留意事項  

  

  

  

  

基本事項  

  

  

  

避難時は、金銭・貴重品、パスポートや運転免許証、マイナンバーカード等の身分を証明する

もの、最小限の着替えや日用品、非常持出品等を携行するものとする。  

隣近所に声を掛け合い、相互に助け合って避難  

  

  

  

  

  

  

事態の特性  

  

  

テロ組織による立てこもりは、周辺地域への被害や逃走が予測されるため、警察等による十

分な警備が必要である。 

  

時期の特性  

  湿度が高い季節のため、熱中症対策が各場面で必要。飲料水の確保など。 

一時集合場所での対応  

  

  

  

  

１０ 誘導に際しての留意事項（職員）  

（心得・安全確保・服装等）  

職員は冷静沈着に、毅然たる態度を保つこと。  

防災服や防災ジャンパー、消防職団員の制服など、立場や役割を明確にし、その活動に理解を求めること。  
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１１ 情報伝達  

避難実施要領の住民への伝達方法  

防災行政無線を用いて対象地域に避難実施要領の内容を伝達。市ホームペ

ージ等掲載、広報車、消防車両を活用。伝達先として、あらかじめ指定して

いる自治会長、自主防災組織の長に FAX 等により送付。  

避難実施要領の伝達先  関係機関連絡先一覧による。  

職員間の連絡手段  IP 無線機などの連絡手段の活用 

１２ 緊急時の連絡先  

那覇市防災危機管理課 

国民保護/緊急対処事態対策本部  

電話：098-861-1102 

FAX：098-862-0614 

 

 

 

 

 

 

    

 

（交通機関を用いた攻撃⇒屋内避難）  

≪航空機による攻撃が発生する事態≫   

テロ組織による航空機テロが発生し、本市周辺での墜落の可能性があることが判明したことに

より、住民を避難させる事案を想定するものとする。  

  

表 事態と対応の想定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 避難ルートのイメージ 

 

凡例 

危険区域 

避難経路 

避難所 
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■パターン８ （交通機関を用いた攻撃⇒屋内避難）  
 

≪航空機等による攻撃が発生する事態≫  

テロ組織による航空機テロが発生し、那覇市周辺地域へ墜落の可能性があることが判

明したことにより、住民が避難することを想定するものである。 

 

事態と対応の想定 

時系列  状況  対応等  

６月１日  

10:00

～  

・福岡空港を離陸した民間航空機におい

て、テロ組織によるハイジャック事件が

発生 

・国、県、市対策本部の設置  

・国対策本部が避難措置の指示を検討（県、市に

対して情報収集） 

・市対策本部は避難指示の検討 

10:10   ・市、県は避難施設の調整、避難経路の協議開始 

10:20  ・国から県、市に対し避難措置の指示  

10:25   ・市は避難実施要領（案）を作成し、関係機関と協

議開始 

10:30    ・市が緊急対処事態対策本部会議を開催（避難

実施に向けて検討）  

・避難実施要領（屋内避難）による避難を防災行

政無線等の各種情報伝達手段で住民へ周知 

10:30

～  

  ・観光客などの滞在者に広報者やその他連絡手

段を活用し避難を呼びかけ周知する。 

・大規模集客施設や店舗等に対して所管部局か

ら避難への協力の依頼及び周知 

10:40 ・国から緊急情報の発信 ・墜落の恐れのある地域（沖縄県）に対し、Ｊアラ

ートによる警報の発令 

・市内全域で屋内避難の実施 

１２:00 住民避難完了  
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避難実施要領  

那覇市長 20２３ 年  ６月  １日  10 時  30 分 

現在  

屋内避難  

１ 県からの避難の指示の内容  

避難地域：那覇市全域  

２ 事態の状況、関係機関の措置  

 2-1 事態の状況  

発生時期  20２３ 年  ６月 1 日（木） 10：00 頃  

発生場所  那覇市全域で発生する可能性 

実行の主体  不明（ハイジャックを実行したテロ組織） 

事案の概要と被害状況  福岡空港を出発後、テロ組織によってハイジャックされた民

間航空機が１時間程度で那覇市上空を通過もしくは墜落する

可能性がある。  

今後の予測・影響と措置  対応に時間がないことから、屋内避難を呼びかけるととも

に、安全を確認する。  

気象の状況  天候：曇り 気温： ２７℃ 風向：南  風速： ７m/s  

 2-2 避難住民の誘導の概要  

要避難地域  市全域  

避難先と避難誘導の方針  市全域の住民を徒歩で避難施設もしくは堅牢な建物内へ避

難させる。  

避難開始日時  20２３ 年 ６月 1 日（木） 10：30  

避難完了予定日時  20２３ 年 ６月 1 日（木） 1２：００ 

 2-3 関係機関の措置等  

措置の概要  防災行政無線や各種情報発信ツール等による屋内避難の呼

びかけ  

連絡調整先  県現地対策本部：市職員を派遣 

その他関係機関：道路管理者、消防、警察機関、空港関係 

３ 事態の特性で留意すべき事項  
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ハイジャックされた航空機の飛行経路が不明確であるため、情報収集を常に行う必要がある。  

４ 住民の行動（基本事項）  

屋内避難の指示を受けた場合の対応  

屋内にいる場合  そのまま屋内に留まる。  

屋外にいる場合  県が指定する緊急一時避難施設や近傍のコンクリート造り等

の堅ろうな施設、地下施設等へ避難する。  

５ 情報の伝達  

避難実施要領の住民への伝達方法  防災行政無線や各種情報発信ツール等を用いて市全域を対

象に避難実施要領の内容を伝達。 

市ホームページ等への掲載、広報車、消防車両を活用。  

避難実施要領の伝達先  関係機関連絡先一覧による。  

６ 緊急時の連絡先  

那覇市総務部防災危機管理課 

国民保護/緊急対処事態対策本部  

電話：098-861-1102 

FAX：098-862-0614 
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■パターン９（大量殺傷物質等による攻撃⇒県外避難）  

≪テロ組織による大量殺傷物質等による攻撃から避難する事案≫  

テロ組織による那覇文化芸術劇場（なはーと）へのテロ攻撃の計画が判明したことにより、周辺

住民を県外に避難させる事案を想定するものとする。  

この事案が発生する前日に、県内 O 市のスポーツアリーナで爆破が発生し、多数の死傷者が発

生した。現場では化学剤「サリン」が検知されている。国は緊急対処事態に認定し、緊急対処事態対

策本部が設置されている状況との想定とする。  

  

事態と対応の想定  

時系列  状況  対応等  

５月 31 日  

10:00～  

・O 市スポーツアリーナで爆破事

件が発生  

・現場では化学剤「サリン」を検知  

・実行したテログループは犯行声

明を発表、次の爆破を予告  

・爆破により多数の死傷者が発生  

・（１２：００）O 市スポーツアリーナで発生した事

案について、国が緊急対処事態に認定  

６月 1 日  

10:00  

・テログループは、犯行予告として

那覇文化芸術劇場（なはーと）の

爆破を示唆  

・国対策本部が避難措置の指示の検討開始  

・県対策本部が避難の指示の検討開始  

10:05    ・警察が那覇市周辺の公共施設の捜索を開始  

・消防が那覇文化芸術劇場（なはーと）から半径７

００ｍ圏内を含む区域に消防警戒区域に設定  

・住民の避難について検討・調整開始  

・県と市が避難先及び避難路の協議開始  

・市職員を現場へ派遣  

10:30  ・那覇文化芸術劇場（なはーと）の

付近の道路を通行停止  

・市が緊急対処事態対策本部会議を開催（状況か

ら前日の事案と同規模の爆破が発生する可能

性が高く、付近住民の避難について検討）  

10:35  ・国から県に対し避難措置の指示    

10:45  ・県から市に対し避難の指示  ・避難実施要領（案）を作成し、関係機関と調整  

11:30    ・避難実施要領の策定完了、直ちに防災行政無

線、各種情報発信ツール等及び広報車で住民避

難実施要領の内容の伝達を実施、誘導班の派

遣、住民の避難開始  

15:00    ・残留者への呼びかけを開始  

  ・要避難地域の住民等の避難完了    
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記載例  

避難実施要領  

那覇市長 20２４ 年  ６月  ３日  15 時  00 分 

現在  

☐市内避難 ☐市外避難 ☐圏域外避難 ☑県外避難  

１ 県からの避難の指示の内容  

避難地域：久茂地・牧志・松尾・松山・前島地区【那覇文化芸術劇場（なはーと）の周辺地域】 

２ 事態の状況、関係機関の措置  

 2-1 事態の状況  

発生時期  20２４ 年 ６ 月 ３ 日（月） 10：00  

発生場所  那覇文化芸術劇場（なはーと） 

実行の主体    

事案の概要と被害状況  昨日、テロ組織により O 市スポーツアリーナが爆破テロ攻撃を受け

た。現場では「サリン」が検知された。  

このテロ組織は、犯行予告として市内公共施設及び那覇文化 

芸術劇場への攻撃を示唆している。  

今後の予測・影響と措置  テロ組織は、那覇文化芸術劇場（なはーと）を攻撃することが予測さ

れ、昨日の O 市スポーツアリーナの例から那覇文化芸術劇場（なはー

と）を中心に半径 800ｍまで爆発の影響が及ぶと予測されている。ま

た、「サリン」による被害も予測され、早期に住民の避難を実施する必

要がある。  

要避難地域が広いことに加えて、市内及び県内の公共施設もテロ組織

の攻撃目標となっているため、県外へ避難する必要がある。  

気象の状況  天候：晴れ  気温：２５℃  風向：南東   風速： ５m/s  

 2-2 避難住民の誘導の概要  

要避難地域  久茂地地区、牧志地区、若狭地区、前島地区、松尾地区 

避難先と避難誘導の方針  上記の地区の住民を県外へ避難させる。  

避難開始日時  ６月３日（月） 11：30  

避難完了予定日時    

 2-3 関係機関の措置等  

措置の概要  警察：交通規制を実施  

消防：消防警戒区域を設定、死傷者の救護、搬送自衛隊：空港周辺の警

戒を実施  
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連絡調整先  県現地対策本部：市職員２名を派遣現地調整所：市職員２名を派遣そ

の他関係機関：道路管理者、警察機関 

３ 事態の特性で留意すべき事項  

事態の特性  

（除染の必要性等）  

テログループの一味が潜伏しているおそれもあることから、要避難地

域内の避難誘導に当たっては、警察・自衛隊と連携し、安全を確保しな

がら避難誘導を行うこと。  

地域の特性  避難行動要支援者の避難には、自治会と連携して介助者を派遣して避

難を行う。  

時期による特性  避難実施時は授業時間のため、児童は学校単位での避難の調整が必

要である。  

４ 避難者数（単位：人）  

地区名  久茂地地区 牧志地区 若狭地区 前島地区 松尾地区 

避難者数  〇〇人 〇〇人 〇〇人 〇〇人 〇〇人 

うち避難行動要支援者数  〇〇人 〇〇人 〇〇人 〇〇人 〇〇人 

 うち外国人等の数  〇〇人 〇〇人 〇〇人 〇〇人 〇〇人 

５ 避難施設等  

 5-1 一時集合場所  

避難地域  久茂地地区  牧志地区  若狭地区  前島地区  松尾地区 

避難施設名  天妃小学校  城岳小学校  若狭小学校  那覇小学校 壺屋小学校 

所在地           

連絡先           

連絡担当者           

その他の留意事項  テログループ潜伏の可能性もあることから、集合に際しては付近の状

況に十分注意すること。  

 5-2 待機場所  

待機場所         

所在地           

連絡先           

連絡担当者           

その他の留意事項           
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5-3 避難先施設  

避難施設   ○○県○○市の避難所    

所在地           

収容可能人数           

連絡先           

連絡担当者           

その他の留意事項           

６ 避難手段  

輸送手段 バス ・ モノレール・ 船舶 ・ 徒歩 ・ 航空機 ・ その他（      ） 

輸送手段の詳細 

種類（車種等） 大型バス、航空機、船舶 

台数 大型バス：○○台 

航空機：○○機 

船舶：○○隻 

輸送可能人数 大型バス 1 台あたり約 50 人 

モノレール 1 編成あたり 150 人 

航空機 1 機あたり約 150 人～２００人 

船舶 1 隻あたり約５００人 

連絡先 バス会社各社 

航空会社 

船舶会社 

那覇海上保安本部 

沖縄都市モノレール 

輸送力の配分の考え方 要避難者航空調整が必要なため、住民避難は県と連携が必須 

その他の輸送は船舶会社と要調整 

ピストン輸送するバス、モノレールを用いた輸送は避難地区ごとに調整 

その他の輸送手段 

避難行動要支援者  

その他 

（入院患者等） 

 

７ 避難路 

避難に使用する経路 国道 58 号線、国道 331 号線、国道 330 号線、県道 221 号線 

交通規制 

実施者 那覇警察署 

規制にあたる

人数 

○○人 
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規制場所 
国道を中心とした主要幹線道路などの住民避難に関する重要経路を

交通規制 

警備体制 

実施者の確認  

規制にあたる

人数 

〇〇人 

規制場所 避難経路に指定された区域、道路の規制（那覇警察署） 

８ 避難誘導方法 

 ８－１ 避難（輸送）方法 

地 区 久茂地地区 牧志地区 若狭地区 前島地区 松尾地区 

一時集合場

所への避難 

誘導の実施 

単位 

     

移動手段 徒歩 徒歩 徒歩 徒歩 徒歩 

集合時間      

その他      

避難施設へ

の避難方法 

誘導の実施 

単位 

        

輸送手段  バス、モノレール、航空機 

避難路  国道 58 号線、国道 331 号線、国道 330 号線、県道 221 号線など 

避難出発港・

避難出発空港 

    

  

    

避難先  ○○市の避難施設 

避難開始時刻        

避難完了予定        

その他         

避難行動 

要支援者等

の避難方法 

誘導の実施 

単位 

地域防災計画に準ずる 

 避難行動要支

援者への支援

方法 

 避難行動要支援者に応じた対応を実施 

※社会福祉協議会、民生委員、介護・障がい者団体と協力して要支援

者への連絡、搬送手段を確保する。 



                  

78  

  

 輸送手段 市の公用車、協定先車両 

 避難路 国道 58 号線、国道 331 号線、国道 330 号線、県道 221 号線など 

 避難先 ○○市の避難施設 

 避難開始時間      

 避難完了予定      

 その他      

8-２ 職員の配置方法 

配置場所  一時避難場所（〇カ所）、空港前（〇カ所）、港湾施設（〇カ所） 

人数  一時避難場所：〇カ所×3 名＝○○名、那覇空港：○○ 名 

 港湾施設：○○名  

現地調整所  連絡要員を配置 

 8-3 残留者の確認方法  

確認者  市職員、消防職・団員、警察職員など 

時期  避難開始後 

場所   

方法  広報車及び防災行政無線による呼びかけ、戸別訪問  

措置  残留者に対し避難するよう求める。  

終了予定日時    

 8-4 避難誘導時の食料の支援提供方法  

食事時期   

食事場所    

提供する食事の種類    

実施担当部署    

 8-5 追加情報の伝達  

避難誘導員による連絡、防災行政無線、広報車等  

 9 避難時の留意事項  

自宅から避難する場合の留意事項  

  

  

基本事項  

避難時は、金銭・貴重品、パスポートや運転免許証等の身分を証明するもの、最小限

の着替えや日用品、非常持出品等を携行するものとする。  

隣近所に声を掛け合い、相互に助け合って避難  
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事態の特性  

  

  

爆破がいつ発生するかわからない状況であるため、細心の注意が必要。  

  

時期の特性  

    

一時集合場所での対応  

  

  

一時集合場所に到着した場合は、自主防災組織のリーダー、自治会長等のもとに集合

する。  

健常者は、一時集合場所の誘導員の指示に従って避難する。  

要配慮者、自力避難困難者は、避難行動要支援者支援班の支援を受ける。  

１０ 誘導に際しての留意事項（職員）  

（心得・安全確保・服装等）  

職員は冷静沈着に、毅然たる態度を保つこと。  

防災活動服、腕章等の着用により、誘導員であることの立場や役割を明確にし、その活動に理解を求

めること。  

１１ 情報伝達  

避難実施要領の住民への伝達方法  

市ホームページや各種情報発信ツール、公式 SNS 等を活用。

伝達先として、あらかじめ指定している自治会長、自主防災組

織の長に FAX 等により送付。  

避難実施要領の伝達先  関係機関連絡先一覧による。  

職員間の連絡手段  地域防災計画で定めているとおりとする。  

１２ 緊急時の連絡先  

那覇市  

国民保護/緊急対処事態対策本部  

電話：098-861-1102 

FAX：098-862-0614  
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図 避難ルートのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※避難経路は、基本的に国

道、県道など幹線道路を使用。 

※避難については 

空路を使用し、那覇空港から 

県外へ緊急避難する。 

凡例 

危険区域 

避難経路 
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４ 避難関連施設  

避難関連施設を以下に示す。 

  

那覇市避難施設一覧 

※1 爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難に活用する 

鉄筋コンクリート造（RC 造）及び鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC 造）である施設及び地下施設。 
 

名称 町丁目名・番(番地)・号 緊急一時

避難施設 

※1 

  
 

地下へ

の避難

が可能

な施設 

1 新港ふ頭東緑地 港町１丁目３番、１丁目６番     

2 新港埠頭中央緑地 港町２丁目１０番１号     

3 新港ふ頭北緑地 港町３丁目３番１号、３丁目２００番１号     

4 那覇市立曙小学校 曙２丁目１８番１号            ○   

5 安謝緑地 曙３丁目２００番地１     

6 那覇市立安謝小学校 安謝２丁目１５番２８号           ○   

7 那覇市立銘苅小学校 銘苅２丁目３番２０号 ○   

8 那覇市立安岡中学校 銘苅３丁目１０番２６号           ○   

9 沖縄県立那覇国際高等

学校 

天久１丁目２９番１号 ○   

10 天久ちゅらまち公園 天久２丁目３２番１号     

11 安里緑地 おもろまち１丁目６番６号     

12 新都心公園          おもろまち３丁目２番     

13 那覇市立泊小学校 泊２丁目２３番９号            ○   

14 沖縄県立泊高等学校 泊３丁目１９番２号 ○   

15 緑ヶ丘公園          牧志１丁目     

16 希望ヶ丘公園    牧志３丁目２番     

17 那覇市立壺屋小学校 牧志３丁目１４番１２号       ○   

18 沖縄県立那覇高等学校 松尾１丁目２１番４４号 ○   

19 松尾公園            松尾２丁目１４番     

20 那覇市立那覇小学校 前島１丁目７番１号           ○   

21 泊ふ頭泊緑地 前島３丁目２５     

22 那覇市立開南小学校 泉崎１丁目１番６号           ○   

23 那覇市立神原小学校 桶川２丁目７番１号           ○   

24 那覇市立神原中学校 桶川２丁目８番１号         ○   
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25 中央公園            樋川１丁目１５番     

26 城岳公園            楚辺１丁目４番     

27 那覇市立城岳小学校 楚辺２丁目１番１号         ○   

28 漫湖公園            古波蔵３丁目、４丁目     

29 那覇市立古蔵中学校 古波蔵４丁目８番１号         ○   

30 那覇市立古蔵小学校 古波蔵 1 丁目 33 番１号         ○   

31 那覇市立垣花小学校 山下町１７番地１          ○   

32 旭ヶ丘公園     若狭１丁目２５番     

33 那覇市立若狭公民館 若狭２丁目１２番１号            ○   

34 那覇市立若狭小学校 若狭２丁目１６番１号          ○   

35 若狭公園            若狭３丁目１４番     

36 夫婦瀬公園 若狭３丁目１７番     

37 若狭海浜公園 若狭１丁目２６番、若狭２丁目２７番     

38 沖縄県立那覇商業高等

学校 

松山１丁目１６番１号 ○   

39 松山公園            松山１丁目１７番     

40 那覇市立那覇中学校 松山２丁目２４番１号          ○   

41 那覇市立上山中学校 久米１丁目３番１号           ○   

42 那覇市立天妃小学校 久米１丁目３番２号           ○   

43 県民広場地下駐車場 泉崎１丁目２番２号 ○ ○ 

44 高前原公園     高良２丁目５番     

45 那覇市立小禄南公民館 高良２丁目７番１号             ○   

46 那覇市立高良小学校 高良２丁目１２番１号          ○   

47 沖縄県立小禄高等学校 鏡原町２２番地１ ○   

48 那覇市立鏡原中学校 字鏡原３６番地１            ○   

49 森口公園 字小禄１１２７番地     

50 那覇市立宇栄原小学校 字小禄１０６６番地          ○   

51 那覇市立小禄小学校 字小禄１１５０ 番地         ○   

52 那覇市立小禄南小学校 字小禄４丁目１４番１号 ○   

53 那覇市立小禄中学校 宇栄原２丁目２３番１号      ○   

54 那覇市立さつき小学校 宇栄原１丁目１２番１号           ○   

55 赤嶺緑地 赤嶺 1 丁目１４番１号     

56 がじゃんびら公園 金城１丁目     

57 小禄金城公園 金城３丁目     
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58 沖縄県立那覇西高等学

校 

金城３丁目５番１号 ○   

59 那覇市立金城小学校 金城４丁目３番１号         ○   

60 那覇市立金城中学校 金城４丁目４番１号   ○   

61 田原公園            田原１丁目     

62 那覇市立松島中学校 古島２丁目１１番２号           ○   

63 那覇市立松島小学校 古島２丁目３０番１２号           ○   

64 那覇市立松川小学校 松川１丁目７番１号         ○   

65 沖縄県立沖縄工業高等

学校 

松川３丁目２０番１号 ○   

66 与儀公園            寄宮１丁目１番     

67 那覇市立真和志小学校 寄宮３丁目１番１号           ○   

68 那覇市立大道小学校 字大道１４６番地１         ○   

69 那覇市立真和志中学校 字大道１５８番地           ○   

70 那覇市立真嘉比小学校 字真嘉比２０９番地         ○   

71 那覇市立松城中学校 繁多川３丁目１５番１号      ○   

72 繁多川公園          繁多川４丁目１９番     

73 那覇市立繁多川公民館 繁多川４丁目１番３８号 ○   

74 那覇市立石田中学校 繁多川５丁目１７番１号      ○   

75 識名公園            字真地４２１番地     

76 沖縄県立真和志高等学

校 

字真地２４８番地 ○   

77 那覇市立真地小学校 字真地３１３番地 ○   

78 那覇市立仲井真中学校 字仲井真１８９番地           ○   

79 那覇市立仲井真小学校 字仲井真１７３番地         ○   

80 那覇市立与儀小学校 与儀１丁目１番１号         ○   

81 沖縄県立看護大学 与儀１丁目２４番１号 ○   

82 那覇市立寄宮中学校 長田１丁目１３番６５号       ○   

83 那覇市立上間小学校 長田２丁目１１番６０号     ○   

84 大石公園            識名１丁目２２番     

85 那覇市立識名小学校 識名２丁目２番１号         ○   

86 那覇市民体育館 字識名１２２７番地 ○   

87 末吉公園      首里末吉町１丁目     

88 那覇市立大名小学校 首里大名町１丁目４９番      ○   

89 那覇市立石嶺公民館 首里石嶺町２丁目７０番９号        ○   
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90 那覇市立城北中学校 首里石嶺町１丁目１１２番  ○   

91 那覇市立城北小学校 首里石嶺町１丁目１６２番     ○   

92 那覇市立石嶺中学校 首里石嶺町２丁目１０９番     ○   

93 那覇市立城東小学校 首里石嶺町２丁目７４番  ○   

94 那覇市立石嶺小学校 首里石嶺町４丁目３６０番８号   ○   

95 沖縄県立首里東高等学

校 

首里石嶺町３丁目１７８番 ○   

96 弁ヶ岳公園          首里鳥堀町５丁目     

97 那覇市立首里中学校 首里汀良町２丁目５５番      ○   

98 虎瀬公園            首里赤平町２丁目     

99 沖縄県立芸術大学 首里当蔵町１丁目４番 ○   

100 那覇市立首里公民館 首里当蔵町２丁目８番２号       ○   

101 首里崎山公園 首里崎山町１丁目        

102 那覇市立城南小学校 首里崎山町４丁目３５番２号    ○   

103 那覇市立城西小学校 首里真和志町１丁目５番 ○   

104 沖縄県立首里高等学校 首里真和志町２丁目４３番 ○   

105 真嘉比西公園 真嘉比２丁目７     

106 真嘉比南公園 真嘉比１丁目１９     

107 真嘉比中央公園 真嘉比３丁目１６番１号     

108 那覇市立天久小学校 天久１丁目４番１号 ○   

109 那覇市津波避難ビル 松山２丁目２２番１号 ○   

110 真嘉比東公園 松島１-５     

111 久茂地公園 久茂地２-１６-７     

112 国場前原公園 字国場２５１-５     

113 前島東公園 前島１-１５-５     

114 新屋敷公園 泊３-１２-１０     

115 奥武山公園 奥武山町５２     

116 那覇市 IT 創造館 銘苅２丁目３番６号 ○   

117 なは市民協働プラザ 銘苅２丁目３番１号 ○ ○ 
   

75 件 2 件 

     



                  

85  

  

 

第５章 避難誘導における留意点  

１ 各種事態に関する対応  

 

〇弾道ミサイル攻撃やゲリラ・特殊部隊による攻撃等攻撃類型により、避難に時間的余裕があるか場合や 

昼間の市街地における避難であるか等により、実際の避難誘導の在り方は異なるため、常にその事態

に即した避難誘導の実現を図る。 

避難実施要領についても、事態や状況の変化を踏まえ、逐次修正する必要がある。  

〇弾道ミサイル攻撃においては、迅速に堅牢な建物などの屋内や地下施設などに避難することが重要と

なる。避難実施要領の内容は、あらかじめ出される避難措置の指示及び避難の指示に基づき、実際に

弾道ミサイルが発射されたときに個々人が対応できるよう、その取るべき行動を住民に対して事前に

周知しておくことが主な内容となる。  

〇ゲリラ・特殊部隊による攻撃については、比較的時間的な余裕がある場合には、一時避難場所までの移

動、一時避難場所からのバス等の車両等による移動といった手順が一般には考えられるが、昼間の市

中心部において突発的に事案が発生した場合には、当初の段階では個々人がその判断により危険回避

のための行動をとった後に、警察、消防、海上保安本部、自衛隊等からの情報や助言に基づき、各地域

における屋内避難や移動による避難を行うこととなる。  

〇市外・県外へ避難する場合については、県による航空機や船舶等の運送手段の確保と並行しながら、市

民の輸送手段の確保や残留者の有無の確認等を行うこととなる。  

〇限られた資源を活用し、効率的に避難を行うためには、必要となる措置に優先順位をつけていかなけ

ればならない。その際、避難行動要支援者の避難誘導について、特に配慮し重視しなければならない。  

  

２ 避難誘導に係る情報の共有化、一元化  

 

〇避難住民の誘導に当たっては、国の対策本部長による避難措置の指示の内容、警報の内容、またそれ

を受けた県知事による避難の指示を踏まえた対応を基本とする。  

〇他方、ゲリラや特殊部隊による攻撃等のように、現場において事態が刻々と変化するような状況におい

ては、現地で活動する各関係機関からの情報や助言を踏まえて、避難の方法を検討することとする。  

〇避難実施要領の策定に当たっては、県、警察、海上保安本部、自衛隊等の関係機関の意見を聴くことと

しており、その際に、各機関からの情報や助言を踏まえて、避難の方法を決めていくこととなる。  

〇市対策本部は、市の行政区域内における国民保護措置を総合的に推進する役割を担うが、事態の変化

等に機敏に対応するため、現場における各関係機関の情報を共有し、その助言等に基づく的確な措置

を実施できるよう、必要に応じて現地調整所を設けて、活動調整に当たることとする。  
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〇避難誘導の開始や終了時、問題が生じた時などは、市対策本部において現場の情報を一元化し、全体

の状況を常に把握しておくことが必要である。また現地調整所の職員は、市対策本部と連携し常に連絡

を取り合い適切な対応を行う必要がある。  

〇国の現地対策本部が設置された場合には、当該本部に市の職員を連絡員として派遣して、最新の情報

を入手するとともに、避難実施要領の作成や修正作業に反映させる。   

 

３ 住民に対する情報提供の在り方  

 

〇国民保護法上、国民への適時適切な情報提供が定められているため、避難誘導の際には住民に可能な

限り情報提供をしていく必要がある。  

〇武力攻撃やテロについては、自然災害以上に、希望的観測を抱き、災害の発生を軽視もしくは無視し、

適切な行動を取らない場合や、流言や誤情報に基づいて思いこみで行動する可能性もある。そうした住

民の心理状態も念頭に置き、住民に対して適切な情報を、タイムリーに提供する必要がある。  

〇その際、事態の状況や住民の避難にかかわる情報のみならず、行政側の対応の状況についても、可能

な限り提供することとする。  

〇また、自然災害時以上に残留者への対応が必要になる可能性が高く、必要な要員を確保するとともに、

把握している情報をもとに丁寧な状況説明を行うこと等により、残留者へ避難に関する説得を行わな

ければならない。  

〇重要な国民保護や避難に関する情報は、速やかに放送事業者に提供することが必要となる。  

〇避難行動要支援者や外国人など、情報が届きにくい住民については、民生委員・児童委員、ボランティ

ア団体等を通じた情報提供も行うことが必要となるが、そのために、平素より、十分な連携を図ってお

くこととする。  

〇CBNRNE 攻撃のように、剤による汚染の状況が目に見えないような事象においては、住民に危険が

迫っていることを自身で認知できないことから、特に行政による速やかな情報提供に心がける。  

 

  

４ 高齢者、障がい者等、避難行動要支援者等への配慮  

 

〇避難誘導にあたっては、高齢者、障がい者等、避難行動要支援者への配慮が特に重要である。また、時

間的余裕がなく、屋内に留まる方が安全と考えられる場合は、屋内等での移動しない避難を現実的な

避難方法として選択することも必要である。 

〇具体的には、避難行動要支援者について以下のような支援措置を講じていくこととする。  

①福祉関係部局を中心とした「避難行動要支援者支援班」の設置  

②消防団や自主防災組織等へ避難行動要支援者の情報が伝達されているかの確認  

③社会福祉協議会、民生委員・児童委員、障害者団体等と連携した情報共有と支援の実施  
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④避難行動要支援者が策定している個別避難計画などの活用 

〇車いすや担架による移動補助、車両による搬送等の措置など、運送手段の確保について検討しておく

こととする。   

 

５ 避難誘導の安全管理  

 

〇避難は、避難開始前において安全でも、事態の変化の可能性があることから、状況が変化した場合にお

いても避難過程の安全確保は、避難にあたっての前提である。  

〇したがって、避難誘導の開始時において、警察等との活動調整を行い、避難路の要所において、警察官

や職員を配置して安全に関する連絡調整に当たらせるとともに、案内板などを配置して、誘導の円滑化

を図ることとする。また、一時避難場所から移動する場合においては、職員を住民の避難移動に関する

把握調整に当たらせることとする。  

〇また、避難誘導の実施にあたり、誘導に対応する職員や関係者は、避難住民が興味本位で危険な地域

に侵入することや、避難から離脱することがないように、注意することとする。  

〇避難誘導の実施にあたり、少しでも連帯感を持って避難誘導を行うことが必要となるが、現場における

誘導員がリーダーシップを発揮することで、一定程度規律を保った避難を行うことが可能となる。  

〇このため、避難誘導を実施する職員については、次の点に留意して活動させることとする。  

 住民は、恐怖心や不安感の中で避難を行うことになるから、誘導に当たる者は、より一層、冷静

沈着に、毅然たる態度を保つこと。  

 誘導員は、防災活動服や腕章等により、誘導員であることの立場や役割を明確にして、その活動

に理解を求めること。  

 誘導員は、パニックの予兆を察知したら、それに先立ち迅速な情報提供と冷静かつ秩序正しい行

動を呼びかけること。  

 避難する住民に声をかけ、住民同士が相互に助け合って避難を行うよう促すこと。  

  

６ 学校等における児童生徒への対応  

 

〇学校等においては、時間的な余裕がある場合を除き、集団でまとまって行動することを前提として、誘

導の方法を考えるべきである。  

〇学校等における避難の対応は、保護者に連絡して、児童生徒等と保護者が一緒に行動するが、保護者に

連絡がつかない場合や時間的余裕がない場合には、学校の管理の下で、担任が児童生徒等と行動を共

にして避難を行うことを基本とする（登下校中や課外活動中に、学校に所在する児童生徒等についても

同様である。）。  

〇こうした取り組みを円滑に進めるためにも、平素より、学校等と連携を図るとともに、訓練の実施など

により避難に関する周知及び浸透を図る。  
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７ 民間企業による協力体制  

 

〇災害時の民間企業の役割として、「地域の防災力」を確保する上での役割が重要になっている。強固な

建物や広場や駐車場など、企業の持つ物理的スペースが、緊急一時避難としての住民避難場所になり

うる。 

〇例えば、人口密集の市街地において、武力攻撃やテロが発生した場合においても、企業単位で地域の避

難誘導を主体的に実施することや、電光掲示板等によるタイムリーな情報の提供（例えば、平時は企業

情報を提供し、事態発生時には、警報等の安全情報を提供）は、大きな効果を生む。  

〇このため、各地域において、こうした取り組みを行う民間企業をＰＲすることなどにより、地域におい

て、民間企業が住民避難等を支援する体制づくりを進めることとする。  

  

８ 住民に対する避難行動の周知の促進  

 

〇事案の発生時、危険を回避し被害を軽減するために実施する避難行動が大切であるが、住民一人ひと

りが危険回避のために問題意識を持って対応できるよう、平素からの啓発を強化することが重要であ

る。 

〇市は、武力攻撃事態あるいは大規模なテロに際し、住民自ら行うべきことについて、訓練等を通じて、

平素から周知するよう努力すること。 

こうした取り組みは、緊急時に安全かつ円滑な避難実施の点からも有効である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


